
会議の概要(議事録) 

会議の名称 
（番号） 

１－１１ 
令和６年度墨田区青少年問題協議会（第２回） 

開 催 日 時  令和７年１月２９日（水） 午後３時００分から午後３時４５分まで 

開 催 場 所 区役所１７階 第１委員会室 

出 席 者 数 

【委員】３５名(委員数４１名) 

【事務局その他】教育委員会事務局次長、地域教育支援課長、地域教育支援主査、子

育て支援課長、子育て計画主査、福祉保健部副参事（相談支援担当）、生活支援・相

談支援主査、本所警察署生活安全課長、本所警察署生活安全課少年第一係統括係長、

向島警察署生活安全課長、向島警察署生活安全課少年第一係長 

会議の公開  

（傍 聴） 

公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴できる） 

非公開(傍聴できない) 傍聴者数    ０人 

議 題 

１ 令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）について（協議） 

２ （仮称）墨田区こども計画（次期墨田区子ども・若者計画）の策定について（協 

議） 

３ 令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況について（報告） 

４ 墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施状況について（報告） 

配 布 資 料 

１ 令和６年度墨田区青少年問題協議会（第２回）次第 

２ 墨田区青少年問題協議会委員名簿                    資料１ 

３ 令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）               資料２ 

４ 令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況                資料３ 

５ 墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施状況    資料４ 

６ 墨田区子ども・若者計画事業一覧（現行計画 令和７年１月現在） 資料５ 

７ 墨田区青少年問題協議会条例                  資料６ 

８ （仮称）墨田区こども計画（案）及び関連資料           当日配布 

会 議 概 要 

１ 会議の成立 

地域教育支援課長から、欠席委員の報告及び会議成立の報告（定足数である委員

の半数以上の出席があること（墨田区青少年問題協議会条例第６条））がなされた。 

 

２ 会長（区長）挨拶 

会長（区長）の挨拶後、向島警察署長が挨拶した。 

 

３ 議長の選出及び副会長の選任 

議長の選出について、会長（区長）が務めることとした。 

なお、副会長は、前回の今年度第１回会議にて互選された副区長が引き続き務め 

ることとした。 

 

４ 会議の公開 

  会長（区長）より議事録作成のための録音とその公開について説明を行った。 

 

 



５ 令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）についての協議 

  地域教育支援課長から令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）（以下、「方

針（案）」という。）の説明を行い、協議した。 

【主な意見等】 

会   長 ご意見がないため、方針（案）について提案のとおり、皆様の拍手を 

以って、ご決定いただきたい。 

 

一   同 拍手（反対なし。） 

 

会   長 原案のとおり方針を決定する。 

 

６ （仮称）墨田区こども計画（次期墨田区子ども・若者計画）の策定についての協 

  議 

  地域教育支援課長から（仮称）墨田区こども計画（次期墨田区子ども・若者計画）

（以下、「計画」という。）の策定について説明を行い、協議した。 

【主な意見等】 

区議会議員 当日配布資料の新旧対照表の中で、「めざすべき姿」を「あるべき姿」

に変更しているが、そのまま評価方式に変えたという理解でよいのか教え

ていただきたい。 

 

事 務 局 前提として、基本目標という言葉を「めざす将来像」に変更している。 

その場合、原案にあった「めざすべき姿」と言葉が似通ってしまうことか 

ら、このあたりの混乱を防ぐため、「あるべき姿」の方がよりふさわしい 

であろうということで変更をしている。 

 

区議会議員 最近、区では、「あるべき姿」を設定し、そこから何をすべきかを徐々

につくっていくということをしていると思うが、今回の変更は言葉を変え

たということで、何か評価方式の考えは入っていないということになるの

か。 

 

事 務 局 最初の変更理由は言葉の重複というところであるが、ご発言いただい 

た中身も含めて変更しているということで、ご理解いただければと思う。 

 

区議会議員 当日配布資料のパブリックコメントの実施の中で、意見等概要が出てい 

るが、回答を含めて計画本書に載せることになるのか。それとも、計画書

本書には載せず、ホームページ上で公開することになるのか教えていただ

きたい。 

 

事 務 局 パブリックコメントについては、計画全体において意見を募集してお 

り、今回の資料でお示ししているのは、第Ⅲ部「若者計画」部分でいただ 

いている意見の要約ということになる。全体の意見をしっかり精査し、区 

の回答を作成していくことになるが、最終的には計画本書には載せず、区 

のホームページでこのような対応をしますということで、回答も含めて全 

て公開する。その上で、区議会へも報告するという流れで考えている。 

 

会   長 ご質問もいただいたが、提案のとおり皆様の拍手を以って、ご決定いた 

だきたい。 



 

一   同 拍手（反対意見なし。） 

 

会   長 計画の策定にあたり、第Ⅲ部「若者計画」部分については、「墨田区子

ども・若者計画」の改定ということで区長から諮問を受けていたため、

原案をもって答申することに決定する。 

 

７ 令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況についての報告 

地域教育支援課長から、令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況についての報 

告が行われた。 

 

８ 墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施状況について 

地域教育支援課長から、墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施 

状況についての報告が行われた。 

 

９ その他関連事項について 

その他関連事項について意見を募った。 

【主な意見等】 

学識経験者 子どもの貧困問題について、貧困家庭においては様々な問題が原因に 

なっていると思われるが、貧困になる原因というものは調査されているの

か教えていただきたい。 

 

事 務 局 子どもの貧困の原因についての調査はしていないが、子どもの貧困に関 

しての実態調査を、平成２８年度と令和４年度に東京都立大学子ども・若 

者貧困研究センターの阿部彩教授のグループと連携し、子どもと子育て家 

庭の生活状況を把握するため、実施している。 

阿部教授は、子どもの生活困難を３つの要素に分類している。「（仮称） 

墨田区こども計画」第Ⅱ部の２１ページに図を示しているが、一つ目が低 

所得（等価世帯所得が 142.9 万円未満）、二つ目が家計の逼迫、三つ目が 

子どもの体験や所有物の欠如になっている。そのうち二つ以上に該当する 

場合は困窮層、一つ該当する場合は周辺層という分類をしている。困窮層 

と周辺層を合わせて生活困難層と阿部教授は分類をしている。 

墨田区の子どもの生活困難層の割合は、小学５年生と中学２年生、そし

て１６歳から１７歳と、この三つの年齢区分によって調査をしているが、

生活困難層の割合は子どもの年齢が高くなるほど割合が高くなる傾向が

ある。これは他の自治体からの知見とも一致したデータとなっている。 

また、前回の平成２８年度の調査と比べ、令和４年度は生活困難層の割

合が減少する傾向にある。その中でも、特に小学５年生ではこの傾向が顕

著であった。要因としては、母親の就労率の上昇が最も大きく作用してい

ると分析されている。 

 

学識経験者 区が行っている事業とその推進について、はたしてそれぞれの子どもや 

家庭・地域に浸透しているのかということに少し疑問を持つところであ

る。 

      この状況をどのようにすればよいのかと考えてみると、やはり、「こど 

     もまんなかすみだ」を支えているのは、家庭や学校はもちろんであるが、 

    町会や地域、それぞれの保護者も含めて様々な団体がそれを支えている 



     思う。現状では、それらが上手くつながれていないのがもったいないと考 

     えている。それらが相互につながるために、集まって話す場を設けられる 

とよいのではないかと思う。 

そのような場を開催する場合、区で行うことは可能なのか。できない 

場合は、青少年育成委員会等で行った方がよいのか教えていただきたい。 

 

事 務 局 まず、この計画や基本方針はつくって終わりではなく、これを活かして 

いかなくてはならないと考えている。ご発言のとおり、様々な団体や関係

者の方々と手を取り合って連携し、取組を進めていきたいと思っている。 

ご指摘の点については、各団体の潤滑油になるのが行政の役目でもある 

と考えているため、コーディネーター役ということも意識し、それぞれの 

内容について、それに適した団体や関係者に相談等しつつ、進めていきた

いと考えている。 

 

事 務 局 ご質問への回答となるかはわからないが、「子ども・子育て会議」とい 

     う会議を定期的に開催している。これは、行政と地域で子どもと関わって 

いる様々な団体、例えば青少年育成委員会、青少年委員、ＰＴＡ協議会等 

の団体の代表に出席いただき、様々なことを話し合う会議体となってい

る。 

そこには、区長部局をはじめ、教育委員会事務局の部課長も出席してい

るため、より深めたい議論や活動していきたいことがある場合は、その会

議で提案等を行っていければと考えており、またご相談いただければと思

う。 

  

会   長 まず、これだけ施策や事業等のメニューが並んでいるが、本当に各家庭 

にしっかり届くのか、その親御さんが理解し共有いただけるのかというこ 

とも、課題として重要なご指摘だと思う。 

また、会議体はあるが、もう少し深いコミュニケーションを通して課題

を解決していくことが必要というご提言だと思う。「こどもまんなかすみ

だ」を謳うならば、そのようなこともしっかり進めていこうという大切な

ご意見であると感じている。 

いただいたご意見を参考にしながら、令和７年度の活動に活かしていき 

たいと考えている。 

 

10 議長解任、閉会（午後 3時 45分） 

                                       

会議の概要は、以上である。 

 教育委員会事務局地域教育支援課地域教育支援担当（内線５１６５） 

 



令和６年度墨田区青少年問題協議会（第２回） 次第 

 

令和７年１月２９日（水）午後３時～ 

墨田区役所１７階 区議会第一委員会室 

 

司会 地域教育支援課長 大八木 努 

開  会 

 

１ 挨  拶 

墨田区青少年問題協議会会長 墨田区長 山本  亨 

警視庁向島警察署長          北川 雅俊 

               

２ 議  事 

⑴ 協議事項 

   議案１：令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）について        資料２ 

   議案２：（仮称）墨田区こども計画（次期墨田区子ども・若者計画） 

の策定について             （資料当日配布） 

     

⑵ 報告事項 

報告１：令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況について         資料３ 

   報告２：墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施状況について 資料４ 

    

閉  会 

 

 

 

※配布資料 

 １ 墨田区青少年問題協議会委員名簿        資料１ 

 ２ 令和７年度墨田区青少年対策基本方針（案）      資料２ 

 ３ 令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況      資料３ 

４ 墨田区子ども・若者計画（現行計画）に係る事業の実施状況    資料４ 

５ 墨田区子ども・若者計画事業一覧（現行計画 令和７年１月現在）   資料５ 

６ 墨田区青少年問題協議会条例        資料６ 

７ （仮称）墨田区こども計画（案）及び関連資料     当日配布 



資料１ 

 

 

墨田区青少年問題協議会委員名簿 
（令和７年１月２９日現在） 

職名 選出区分 氏  名 備 考 

会長 墨田区長 山 本   亨  

委員 

区議会議員 

  あべ よしたけ  

 高 橋 正 利  

中村 あきひろ  

船 橋 けんご  

学識経験者 

伊 藤 康 次 墨田区立小学校長会会長（業平小学校長） 

稲 垣 吉 実 墨田区立中学校長会会長（竪川中学校長） 

金 田 裕 治 高等学校長代表（都立両国高等学校長） 

吉 川 宜 範 私立幼稚園連合会会長（向島文花幼稚園長） 

矢 澤 大 輔 墨田区区立小学校ＰＴＡ協議会会長（中川小学校ＰＴＡ会長） 

中 山 善 光 墨田区立中学校ＰＴＡ連合会会長（竪川中学校ＰＴＡ会長） 

小 野 俊 一 墨田区青少年委員協議会会長 

小 澤 裕 二 墨田区少年団体連合会会長 

島 田 泰 子 墨田区スポーツ推進委員協議会会長 

鎌 形 由美子 墨田区民生委員・児童委員協議会会長 

廣 田 健 史 本所防犯協会会長 

岩 田 庸一郎 向島防犯協会会長 

有 馬 慶 子 墨田区保護司会会長 

西 村 紀 子 墨中地区青少年育成委員会委員長 

白 石 祐 一 本中地区青少年育成委員会委員長 

山 口 仁 美 両中地区青少年育成委員会委員長 

阿 部 修 三 竪中地区青少年育成委員会委員長 

小 林 厚 子 錦中地区青少年育成委員会委員長 

坂 井 正 廣 吾嬬二中地区青少年育成委員会委員長 

堀 口 義 晃 寺中地区青少年育成委員会委員長 

市 川   清 文花中地区青少年育成委員会委員長 

長谷川   豊 桜堤中地区青少年育成委員会委員長 

吉 澤 利 雄 吾嬬立花中地区青少年育成委員会委員長 

関係行政機関の職員 

柴 田   正 警視庁本所警察署長 

北 川 雅 俊 警視庁向島警察署長 

栗 原   博 東京都江東児童相談所長 

佐 藤 慎 也 墨田公共職業安定所長 

歌 川 晃 議 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 

清 水 晴 美 東京保護観察所保護観察官 

石 井 美佐子 向島労働基準監督署長 

区の職員 

岸 川 紀 子 墨田区副区長 

加 藤 裕 之 墨田区教育委員会教育長 

郡 司 剛 英 墨田区産業観光部長 

浮 田 康 宏 墨田区福祉保健部長 

杉 下 由 行 墨田区福祉保健部保健衛生担当部長 

酒 井 敏 春 墨田区子ども・子育て支援部長 
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資料２ 

 
令和７年度 墨田区青少年対策基本方針（案） 

 
１ 趣旨 
  今日の青少年をめぐる問題は、少子高齢化・核家族化の進行、情報化社会の進展等を背
景に複雑化・深刻化しており、とりわけ、メディア環境の急速な変化に伴い、インターネ
ットの長時間利用によるネット依存やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
などをきっかけに、いじめや性被害、さらには「闇バイト」への応募から犯罪に巻き込ま
れるなどといったトラブルが大きな社会問題となっている。 
また、オーバードーズをはじめとした薬物に絡む重大事故の発生や乱用、児童虐待の増

加、生活困窮世帯に属するこどもの貧困に加え、こども・若者自身が介護者（ヤングケア
ラー）となり、勉学や生活などに支障を来す事態も生じている。さらに、成年年齢が 18
歳に引き下げられたことに伴い、社会経験や知識等が少ない若者をターゲットにした消費
者被害の拡大が懸念されていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが
５類相当となったことで日常生活や学校等における様々な制限から解放されたことも相
まって、若者を取り巻く社会環境の変化は激しさを増し、青少年の意識や行動にも少なか
らず影響を与え、様々な問題として現れてきている。 
こうした中、令和５年 12 月には、こども基本法に基づく「こども大綱」が定められ、

全てのこどもや若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指
し、こども・若者施策を総合的に推進するための体制が整備された。本区においても、常
にこどもをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭の意見・視点を意識しながら、笑顔あふ
れる、こどもの最善の利益を優先するまち「こどもまんなかすみだ」の実現を掲げた。 
どのような環境の中でも、いつの時代においても、青少年の健全な育成は、われわれ大

人の責務であり、本区としても、青少年の心の変化や新しい生活様式にも対応した青少年
健全育成・非行防止活動を、家庭、学校、地域、関係機関・団体が一体となって展開して
いくとともに、区が掲げる「暮らし続けたいまち、働き続けたいまち、訪れたいまち」の
実現に向けて、「人と人とのつながり」を強め、地域力を高めていくため、青少年の健全
育成をより一層推進していく必要がある。 
このような認識に立ち、青少年の健全育成活動の指針とするため、令和７年度の「墨田

区青少年対策基本方針」を策定する。 
 

２ 令和７年度の基本的考え方 
〔ひきこもり・ニート〕 
平成 27 年に内閣府が実施した「若者の生活に関する調査」では、15～39 歳までのひき

こもり状態（妊娠や病気等による場合を除き外出頻度が比較的低い状態が６か月以上）の
者は、全国で約 54.1 万人と推計されている。また、最新の総務省における「労働力調査
（基本集計）」によると、令和５年の 15～34 歳の若年無業者（ニート）は、59 万人であ
り、前年と比べ２万人増加し、若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ 0.1 ポイ
ントの上昇となっている。このように、若者の社会的自立の遅れは深刻であり、その対策
や自立性・社会性を育む取組が求められている。 
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また、青少年が被害者・加害者となる凶悪な事件が後を絶たず発生していることからも、
これまで以上に家庭、学校、地域、関係機関・団体が連携・協力しながらこども・若者を
見守る体制を整えていく必要がある。 
〔インターネット利用・ＳＮＳ〕 
「令和５年度 青少年のインターネット利用環境実態調査（こども家庭庁）」によると、

青少年の 98.7％がインターネットを利用しており、小学生から高校生における１日のイ
ンターネット平均利用時間は 296.9 分で５年前と比べて 128.4 分増加している。 
このような中、ＳＮＳなどに起因したいじめや性被害等の犯罪が依然として後を絶たず

発生しているほか、インターネット上には有害情報が氾濫し、青少年の健全な育成を阻害
する要因が多く潜んでいる。 
これらのトラブルを未然に防止するため、区内の小中学校では、ＳＮＳ学校ルールを設

ける等のメディア教育に取り組んでいる。また、学校だけではなく、まずは、家庭におい
て、こどもと十分に話し合い、こどもとの共通理解のもとに、各家庭でのルールをつくる
ことが大切であるため、家庭内でのメディア教育に取り組めるよう、保護者や地域の方々
をはじめ、広く区民に対して啓発活動を行っていくことが求められている。 
〔不登校・いじめ・自殺〕 
文部科学省が実施した「令和５年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査結果」によると、全国における「小・中学校における不登校児童生徒数」
は前年度から 15.9％、11 年連続で増加し、過去最多となっている。これは、児童生徒の
休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保
等に関する法律」の趣旨の浸透等による保護者の学校に対する意識の変化、コロナ禍の影
響による登校意欲の低下、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指
導や必要な支援に課題があったことなどによると考えられる、と同調査において考察され
ている。 
同調査による「いじめの認知件数」は、令和２年度に一旦減少したものの、その後３年

連続で増加に転じ、令和５年度は前年度比 7.4％増で過去最多となっている。これは、い
じめ防止対策推進法におけるいじめの定義やいじめの積極的な認知に対する理解が広が
ったことや、アンケートや教育相談の充実などによる児童生徒に対する見取りの精緻化、
ＳＮＳ等のネット上のいじめの積極的な認知が進んだことなどによると考えられる、と同
調査において考察されている。 
厚生労働省の自殺の統計によると、令和５年の全国の小・中学生、高校生の自殺者数は

513 人で、過去最多であった前年とほぼ横ばいの依然として高い水準となり、引き続き対
策が求められている。 
いじめ問題について、区では、各学校における「学校いじめ防止基本方針」の策定や、

インターネットを活用した匿名による報告相談、こころとからだのＷＥＢ健康観察、すみ
だスクールサポートセンターが実施する 24 時間対応の「いじめ相談窓口」のほか、毎月
10 日を「すみだ いじめ防止の日」として意識啓発を図るなど、いじめの防止や早期発
見に取り組んでいるところである。 
また、不登校やひきこもり、自殺の問題については、本人が抱える様々な問題を理解す

るとともに、立ち直り等の支援をしていく必要があり、いじめ問題とともに、今後も家庭、
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学校、地域、関係機関・団体が連携した対応が求められている。 
〔薬物乱用〕 
薬物乱用防止については、近年、覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどといった違法薬物に

加え、オーバードーズ（市販薬の過剰摂取）が広がるなど、乱用薬物の多様化、規範意識
の低下、携帯電話・インターネットなどの普及により、薬物乱用の拡大、低年齢化が憂慮
されている。 
警察庁による「令和５年における組織犯罪の情勢」では、覚醒剤事犯により検挙された

30 歳未満の者は 926 人で前年に比べ 49 人増加した。また、大麻事犯で検挙された 30 歳
未満の者は平成 26 年から増加に転じ、令和５年中の検挙人員は 4,767 人となり、検挙人
員全体の 7割強を占めている。また、危険ドラッグについては、その乱用者の検挙人員に
占める 30 歳未満の者の割合は、61.8％であった。 
このような状況の中、薬物乱用の実態把握やインターネット上の違法・有害情報の削除

など、撲滅に向け様々な対策が進められており、危険ドラッグをはじめとする薬物乱用の
防止に向けた啓発活動の更なる充実が求められている。また、東京都は「東京都安全安心
まちづくり条例」において、危険薬物に関する情報の共有化を図るなどの取組を行ってお
り、新たな危険薬物の乱用の根絶に向けた取組の推進が求められている。 
〔こどもの貧困〕 
こどもの貧困問題については、厚生労働省が実施した「令和４年 国民生活基礎調査」

によると、17 歳以下のこどもの貧困率は 11.5％となっており、特にひとり親世帯の貧困
率は 44.5％と高い状況にある。貧困家庭におけるこどもの中には、十分な学習や娯楽等の
機会が制約されるなど、社会的体験が希薄であり、将来への希望が持てなくなる例が見受
けられ、非行や犯罪につながることもあるため、貧困家庭を社会全体で支えていくことが
求められている。区では、将来を担うこどもが健やかに成長するよう、必要な環境整備を
図り、オールすみだでこどもの笑顔があふれるまちをめざすため、「墨田区こども計画」
に基づき「こどもの貧困対策」を進めている。 
〔児童虐待・ヤングケアラー〕 
「令和５年の犯罪情勢（警察庁）※」によると、児童虐待については、児童虐待又はそ

の疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加しており、令和５年
は前年比で 6.1％増の 122,806 人と過去最多を記録した。その態様別では、心理的虐待が
90,761 人と全体の 73.9％を占めている。また、児童虐待事件の検挙件数については、2,385
件と、前年比 9.4％増加し、過去最多となっており、その態様別では、身体的虐待が 1,903
件と全体の 79.8％を占めている。（※令和５年の数値は、暫定値。） 
令和２年度に国が実施した「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」によると、

世話をしている家族が「いる」と回答したこどもは、中学２年生で 5.7％、全日制高校２
年生で 4.1％であり、その中には世話をしていても自分のやりたいことへの影響は特にな
いと回答したこどもが半数いる一方で、家族への世話を「ほぼ毎日」している中高生は５
割弱であった。また、令和３年度に小学生及び大学生を対象にして同様の調査を行った報
告書によると、世話をしている家族が「いる」と回答した小学６年生は 6.5％、大学３年
生で 6.2％であった。 
区では、児童相談所とも連携し、児童虐待に関する相談を含め子育て全般に関する相
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談体制の整備を図るなど、被害防止に向けた取組を推進しているが、今後は福祉・介
護・医療・子育て・教育関係機関の連携によるヤングケアラーの早期発見と適切な支援
へつなげる取組も求められている。 

 〔青少年の犯罪動向〕 
 青少年による犯罪動向については、警視庁の統計によると、令和５年中、都内において
検挙・補導された非行少年の数は 4,312 人で、前年に比べ 274 人（6.8％）増加した。う
ち、刑法犯少年は 3,347 人で、前年に比べ 305 人（10.0％）増加し、特別法犯少年は、796
人で前年に比べ 121 人（17.9％）増加した。非行少年は平成 22 年からの減少傾向であっ
たが、令和５年は増加に転じた。不良行為少年は、平成 30 年から令和３年まで減少傾向
であったが、令和４年は大幅に増加し、令和５年は横ばいで推移している。行為別では、
深夜はいかいが 20,530 人で最多で、前年に比べ 215 人（1.1％）増加した。非行少年の主
な特徴として、大麻事犯の検挙人員は 147 人で前年に比べ 49 人増加している。特殊詐欺
の検挙人員は、100 人で前年に比べ 53 人減少しているが、少年の特殊詐欺の再犯者率は
59.0％で、少年の刑法犯全体の再犯者率（33.2％）と比べて非常に高い状況である。あわ
せて、初発型非行の一つである万引きの検挙・補導人員は 1,061 人で前年に比べて 171 人
増加しており、学識別では小学生が 413 人で最も多くなっており、全体に占める小学生の
割合が 38.9％となっている。 
また、最近の青少年の犯罪の傾向として、闇バイトと称する犯罪行為が社会問題となっ

ており、知人や先輩などによる勧誘、ＳＮＳやインターネット掲示板、求人サイト等で「高
収入」「高額報酬」「高額バイト」「簡単な仕事」と甘い誘いで仕事が募集され、窃盗や強
盗などの重大事件に加担してしまう可能性があり、青少年の非行防止に対する取組への理
解と活動の推進が求められている。警視庁では、学校や各関係機関と積極的に連携し、セ
ーフティ教室など青少年の健全な育成を阻害する行為及び青少年の犯罪被害防止に取り
組んでいる。 

 
（※網掛け部分は、今後の警察発表に従って修正します。） 
 

以上のような状況から、区では、平成 30 年度に策定した「墨田区子ども・若者計画」
を、（仮称）墨田区こども条例の理念を推進するため、「墨田区子ども・子育て支援総合計
画」と一体化した「（仮称）墨田区こども計画」として令和７年度に改定し、本区におけ
るこども・若者育成支援施策の一層の推進を図っている。 
ついては、本年度、次の５つの重点目標を設定し、以上の課題に取り組むこととする。 
 

３ 重点目標 
⑴ 健全な明るい家庭づくりを進めよう 
⑵ 青少年の社会参加を促進しよう 
⑶ 社会環境の浄化推進に努めよう 
⑷ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう 
⑸ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう 
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目標１ 健全な明るい家庭づくりを進めよう 

 家庭は、こどもを健全に育成するための重要かつ基本的な場である。こどもが日常生活を
通して、社会の一員としての自覚を持った自律的な人間となるよう、親が規範意識を育むお
手本となり、基本的な「しつけ」や「社会のルール」などを理解させるとともに、家族のふ
れあいを深め、安らぎのある明るい家庭づくりを推進する。 
⑴ こどもは親の鑑、自ら規範意識を持ち真剣に生きる姿を見せよう。 
⑵ 家族が互いに理解し合えるよう、何でも話し合える雰囲気づくりを常に心がけよう。 
⑶ 家族一人ひとりが家族の一員として自覚を高め、家事の分担などそれぞれの役割を担お
う。 

⑷ 保護者は家庭教育について積極的に関わり、家庭教育の重要性について理解を深めよう。 
⑸ やってはいけないことや間違った行為は、しっかり正そう。 
⑹ 元気良く「あいさつ」ができるように、親がこどもにしつけよう。 
⑺ 「いじめは、絶対に許されない」ことを家庭内でこどもにしっかりと理解させ、いじめ
の兆候等こどもの様子をよく観察して見守ろう。 

⑻ 「早寝 早起き 朝ごはん」を実践して、こどもに基本的な生活習慣を身に付けさせ、
「気力・体力・学力」の向上につなげよう。 

⑼ 家族や親子で地域行事などに積極的に参加するなど、共同体験を豊かにし、家族のふれ
あいを深めよう。 

⑽ テレビの過剰な視聴、ネット依存（モバイルゲームやスマートフォン等の過度な利用等）
について話し合い、生活習慣が乱れないように規則正しい生活を家庭内で心がけよう。 

⑾ インターネットやスマートフォン等の利用について、家庭内でのルールづくりやフィル
タリングサービスの活用に努めよう。 

 

目標２ 青少年の社会参加を促進しよう 

 青少年は、社会との関わりの中で自己を形成し、社会の一員としての自覚を深め人間性豊
かに成長していくものである。青少年が様々な社会活動に自主的に参画して、社会奉仕や勤
労の意義と喜びを体験することは、自立心や協調性などを培う上で大切なことから、地域社
会活動参加への働きかけやジュニア・リーダー等の育成、青少年グループの自主的活動を促
進する。 
⑴ 青少年団体や青少年関係施設等の活動を通じて、自律性と社会性を培い、「生きる力」
を育成するとともに、仲間を思いやり、助け合うことの大切さを学ばせよう。 

⑵ こどもたちの声に耳を傾け、自主性が尊重され、生き生きとした地域活動が展開される
よう支援しよう。 

⑶ 自然への愛を育み、地域社会の環境美化をはじめ、環境問題への関心を高めよう。 
⑷ ボランティア活動への認識を広めて、その参加を促進し、奉仕の精神を養おう。 
⑸ 職場体験学習などの場を提供し、地域産業への理解を深めるとともに、社会人・職業人
として自立できるよう支援しよう。 
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⑹ 地域社会でスポーツ・レクリエーション・芸術文化活動などの体験活動を充実し、青少
年の積極的な参加を促進しよう。 

 

目標３ 社会環境の浄化推進に努めよう 

青少年を取り巻く社会環境は刺激的な要素が多く、成長の過程にある青少年の心に与える
影響は多大である。区、関係機関・団体及び地域住民は一体となって、「非行を許さない」・
「犯罪の被害者や加害者にならない」・「事故のない」、明るい、安全・安心なまちづくりを
目指して地域環境の浄化を推進する。 
⑴ 不健全図書類等の販売実態を把握し、啓発活動を行うとともに、有害なチラシやポスタ
ーを一掃しよう。 

⑵ インターネット上で、「有害情報」などの閲覧や書込み、情報発信をすることがないよ
う、その適正な使用について、家庭で注意をすることが基本であり、地域ではその啓発活
動を進めよう。 

⑶ 青少年が自主的に活動し、利用することのできる「居場所」づくりを進めよう。 
⑷ 「地域防犯パトロール」活動や「すみだこどもの 110 番」運動を積極的に実施し、青少
年の安全を確保しよう。 

⑸ 交通マナーを普及させ、交通災害から青少年を守り、違法駐車や放置自転車等のない安
全なまちにしよう。 

 

目標４ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう 

 こどもの豊かな人間形成を図り、社会の担い手として成長していくために、家庭、学校、
地域はそれぞれの役割を理解し、その機能を補完し合うなど、青少年健全育成上の課題の把
握や解決に向け、連携をより一層強化していくとともに、関係機関・団体とも連絡調整を図
る。 
⑴ 家庭、学校、地域、関係機関・団体は、情報交換を密にし、日頃から相互の理解を深め
よう。 

⑵ 学校は、地域との連携・協力を深め、地域社会の活動に協力しよう。 
⑶ 保護者や地域住民、育成リーダーは、「地域のこどもはみんなわが子」の気持ちでこど
もたちに接しよう。 

⑷ 「いじめは決して許されない」「いじめを傍観しているのは、いじめているのと同じだ」
ということをこどもたちに教えるとともに、こどもの小さな変化を見逃がさず、関係者は
一体となって、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて努力しよう。 

⑸ 親の子育て不安解消に向けた取組を地域で進めるとともに、関係機関の子育て支援の一
層の充実を図ろう。 

⑹ こどもの権利侵害を防止するための啓発活動を進め、保護を必要とするこどもや家庭へ
の支援の充実を図るとともに、児童虐待など地域で気になることがあれば、子育て支援総
合センターや児童相談所等に連絡（通報）しよう。 



7 
 

⑺ 学校内や登下校時におけるこどもたちの安全確保のための活動を推進しよう。 
⑻ 「あいさつや声かけ」がこどもたちを守り育て、そして地域に根ざした運動になるよう
に取り組もう。 

⑼ 若年無業者やフリーター、ひきこもりの問題が深刻化していることから、放課後学習の
推進や特別支援教育の充実を図るなど、こどもたちの発達段階に応じた教育、支援を行い、
社会で自立した生活を送る上での基本や学習内容の定着を図ろう。 

⑽ こどもの将来が、その生まれ育った状況によって左右されることなく、平等に教育を受
ける機会や様々な体験の機会を得られるよう、必要な環境整備を図り、オールすみだでこ
どもたちを支援しよう。 

⑾ 家庭、学校、関係機関・団体等は連携して、不登校の予防・早期対応及び解消に取り組
もう。 

 

目標５ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう 

青少年による非行や問題行動は、依然として憂慮すべき状況が続いていることから、青少
年の非行防止に対する様々な取組への理解を深め、関係機関・団体、地域住民は、その防止
のために、なお一層多様な活動を推進する。 
⑴ 暴力団が区民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、青少年が暴力団
と関係を持ち被害に巻き込まれないように、区や青少年関係機関・団体が一体となり、啓
発活動などを展開しよう。 

⑵ 犯罪被害防止とともに、加害者にもならないよう、ＳＮＳ等のコミュニティサイトの利
用が危険と隣り合わせであることを認識させ、他人への誹謗中傷や有害情報の書込み防止
など、インターネット上のルール・マナーを守るよう啓発活動を進めよう。 

⑶ 危険薬物等に対する区民の理解を深めるとともに、販売等の情報を知り得た場合は情報
提供を行えるよう、「危険ドラッグ」等の有害性や危険性について正しい知識の普及・啓
発に取り組もう。 

⑷ 性非行の防止及び性行動の低年齢化を防止するために、正しい知識の情報提供を行おう。 
⑸ 青少年が非行に陥らないよう、不良行為等の問題行動の早期発見、立ち直り支援に取り
組もう。 

⑹ 「一声運動」や「地域懇談会」など、地域での地道な活動を積み重ねながら、区民の非
行・被害防止意識を高めよう。 

⑺ 「万引き、自転車窃盗、自動販売機荒らしは犯罪である」ということをこどもたちに認
識させ、「しない・させない・見逃さない」ように、地域で見守りを強めよう。 

⑻ こども家庭庁の主唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や「社会を明るくす
る運動強調月間」等に併せ、引き続き関係者の連携を強化し、啓発活動に取り組もう。 
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資料２ 

 
令和７６年度 墨田区青少年対策基本方針（案） 

 
１ 趣旨 
  今日の青少年をめぐる問題は、少子高齢化・核家族化の進行、情報化社会の進展等を背
景に複雑化・深刻化しており、とりわけ、メディア環境の急速な変化に伴い、インターネ
ットの長時間利用によるネット依存やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
などをきっかけに、いじめや性被害、さらには「闇バイト」への応募から犯罪に巻き込ま
れるなどといったトラブルが大きな社会問題となっている。 
また、オーバードーズをはじめとした薬物に絡む重大事故の発生や乱用、児童虐待の増

加、生活困窮世帯に属するこ子どもの貧困に加え、こ子ども・若者自身が介護者（ヤング
ケアラー）となり、勉学や生活などに支障を来す事態も生じている。さらに、成年年齢が
18 歳に引き下げられたことに伴い、社会経験や知識等が少ない若者をターゲットにした
消費者被害の拡大が懸念されていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱
いが５類相当となったことで日常生活や学校等における様々な制限から解放されたこと
も相まって、若者を取り巻く社会環境の変化は激しさを増し、青少年の意識や行動にも少
なからず影響を与え、様々な問題として現れてきている。 
こうした中、昨年令和５年 12１２月には、こども基本法に基づく「こども大綱」が定

められ、全てのこどもや若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現
を目指し、こども・若者施策を総合的に推進するための体制が整備された。本区において
も、常にこどもをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭の意見・視点を意識しながら、笑
顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまち「こどもまんなかすみだ」の実現を掲げ
ました。 
どのような環境の中でも、いつの時代においても、青少年の健全な育成は、われわれ大

人の責務であり、本区としても、青少年の心の変化や新しい生活様式にも対応した青少年
健全育成・非行防止活動を、家庭、学校、地域、関係機関・団体が一体となって展開して
いくとともに、区が掲げる「暮らし続けたいまち、働き続けたいまち、訪れたいまち」の
実現に向けて、「人と人とのつながり」を強め、地域力を高めていくため、青少年の健全
育成をより一層推進していく必要がある。 
このような認識に立ち、青少年の健全育成活動の指針とするため、令和７６年度の「墨

田区青少年対策基本方針」を策定する。 
 

２ 令和７６年度の基本的考え方 
〔ひきこもり・ニート〕 
平成 27 年に内閣府が実施した「若者の生活に関する調査」では、15～39 歳までのひき

こもり状態（妊娠や病気等による場合を除き外出頻度が比較的低い状態が６か月以上）の
者は、全国で約 54.1 万人と推計されている。また、最新令和５年の総務省における「労
働力調査（基本集計）」こども家庭庁による年次報告（旧「子供・若者白書（内閣府）」。
以下「年次報告」という。）によると、令和５年の同年代の 15～34 歳の若年無業者（ニー
ト）は、令和４年は 5974 万人であり、前年と比べ２万人の増加し、若年無業者の人口に
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対する割合は、前年に比べ 0.1 ポイントの上昇ほぼ横ばいの、依然として高い水準とな
っている。このように、若者の社会的自立の遅れは深刻であり、その対策や自立性・社会
性を育む取組が求められている。 
また、青少年が被害者・加害者となる凶悪な事件が後を絶たず発生していることからも、

これまで以上に家庭、学校、地域、関係機関・団体が連携・協力しながらこ子ども・若者
を見守る体制を整えていく必要がある。 
〔インターネット利用・ＳＮＳ〕 
「令和５４年度 青少年のインターネット利用環境実態調査（こども家庭庁内閣府）」に

よると、青少年の 98.798.5％がインターネットを利用しており、小学生から高校生におけ
る１日のインターネット平均利用時間は296.9280.5分で５年前と比べて128.4121.2分増
加している。 
このような中、ＳＮＳなどに起因したいじめや性被害等の犯罪が依然として後を絶たず

発生しているほか、インターネット上には有害情報が氾濫し、青少年の健全な育成を阻害
する要因が多く潜んでいる。 
これらのトラブルを未然に防止するため、区内の小中学校では、ＳＮＳ学校ルールを設

ける等のメディア教育に取り組んでいる。また、学校だけではなく、まずは、家庭におい
て、こ子どもと十分に話し合い、こ子どもとの共通理解のもとに、各家庭でのルールをつ
くることが大切であるため、家庭内でのメディア教育に取り組めるよう、保護者や地域の
方々をはじめ、広く区民に対して啓発活動を行っていくことが求められている。 
〔不登校・いじめ・自殺〕 
文部科学省が実施した「令和５４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸

課問題に関する調査結果」によると、全国における「小・中学校における不登校児童生徒
数」は前年度から 15.922.1％、1110 年連続で増加し、過去最多となっている。これは、
児童生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透の側面等による保護者の学校に対する意識の変
化も考えられるが、長期化するコロナ禍の影響による生活環境の変化により生活リズムが
乱れやすい状況が続いたことや、学校生活において様々な制限がある中で交友関係を築く
ことが難しかったことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として
登校意欲の低下、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導や必要
な支援に課題があったことなどによると考えられる、と同調査において考察されている。 
同調査による「いじめの認知件数」は、令和２年度に一旦大幅に減少したものの、その

後３年連続で翌年度は再び増加に転じ、令和５４年度は前年度比 7.410.8％増で過去最多
となっている。これは、部活動や学校行事などの様々な活動が再開されたことにより接触
機会が増加するとともに、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義やいじめの積極的
な認知に対する理解が広がったことや、アンケートや教育相談の充実などによる児童生徒
に対する見取りの精緻化、ＳＮＳ等のネット上のいじめについての積極的な認知が進んだ
ことなどによると考えられる、と同調査において考察されている。 
厚生労働省の自殺の統計によると、令和５４年の全国の小・中学生、高校生の自殺者数

は 507513 人で、過去最多であった前年とほぼ横ばいの依然として高い水準前年度比 41
人増加して過去最多の 514 人となり、引き続き対策が求められている。 
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いじめ問題について、区では、各学校における「学校いじめ防止基本方針」の策定や、
インターネットを活用した匿名による報告相談、こころとからだのＷＥＢ健康観察、すみ
だスクールサポートセンターが実施する 24 時間対応の「いじめ相談窓口」のほか、毎月
10 日を「すみだ いじめ防止の日」として意識啓発を図るなど、いじめの防止や早期発
見に取り組んでいるところである。 
また、不登校やひきこもり、自殺の問題については、本人が抱える様々な問題を理解す

るとともに、立ち直り等の支援をしていく必要があり、いじめ問題とともに、今後も家庭、
学校、地域、関係機関・団体が連携した対応が求められている。 
〔薬物乱用〕 
薬物乱用防止については、近年、覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどといった違法薬物に

加え、オーバードーズ市販薬の過剰摂取（市販薬の過剰摂取オーバードーズ）が広がるな
ど、乱用薬物の多様化、規範意識の低下、携帯電話・インターネットなどの普及により、
薬物乱用の拡大、低年齢化が憂慮されている。 
警察庁による「令和５年における組織犯罪の情勢」では、年次報告によれば、令和４年

中に覚醒剤事犯により検挙された 30 歳未満の者は 926877 人で前年に比べ 49 人増加し
た。長期的に減少傾向にある一方、また、大麻事犯で検挙された 30 歳未満の者は平成 26
年から増加に転じ、令和５４年中の検挙人員は 4,7673,765 人となり、検挙人員全体の 7
割ほど強を占めている。また、危険ドラッグについては、その乱用者の検挙人員に占める
30 歳未満の者の割合は、61.857.6％であった。 
令和５年のこども家庭庁による年次報告（旧「子供・若者白書（内閣府）」年次報告で

は、大麻は、他の規制薬物に比べ若年層割合が高く、その背景として「大麻には有害性が
ない」等の誤情報の流布や一部の国において嗜好用大麻を合法化した国際的な潮流等が影
響していると考えられると考察している。 
そこのような状況の中、薬物乱用の実態把握やインターネット上の違法・有害情報の削

除など、撲滅に向け様々な対策が進められており、危険ドラッグをはじめとする薬物乱用
の防止に向けた啓発活動の更なる充実が求められている。また、東京都は「東京都安全安
心まちづくり条例」において、危険薬物に関する情報の共有化を図るなどの取組を行って
おり、新たな危険薬物の乱用の根絶に向けた取組の推進が求められている。 
〔こ子どもの貧困〕 
こ子どもの貧困問題については、厚生労働省が実施した「令和４年 国民生活基礎調査」

によると、17 歳以下のこ子どもの貧困率は 11.5％となっており、特にひとり親世帯の貧
困率は 44.5％と高い 8.7 人に 1 人が貧困の状況にある。貧困家庭におけるこ子どもの中
には、十分な学習や娯楽等の機会が制約されるなど、社会的体験が希薄であり、将来への
希望が持てなくなる例が見受けられ、非行や犯罪につながることもあるため、貧困家庭を
社会全体で支えていくことが求められている。区では、将来を担うこ子どもが健やかに成
長するよう、必要な環境整備を図り、オールすみだでこ子どもの笑顔があふれるまちをめ
ざすため、「墨田区こども計画子どもの未来応援取組方針」に基づき「こ子どもの貧困対
策」を進めている。 
〔児童虐待・ヤングケアラー〕 
「令和５５年の犯罪情勢（警察庁）※」によると、児童虐待については、児童虐待又は
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その疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加しており、令和５
年は前年比で 6.1％増の 122,806 人と過去最多を記録した。その態様別では、心理的虐待
が 90,761 人と全体の 73.9％を占めている。また、児童虐待事件の検挙件数については、
2,385 件と、前年比 9.4％増加し、過去最多となっており、その態様別では、身体的虐待
が 1,903 件と全体の 79.8％を占めている。（※令和５年の数値は、暫定値。） 
令和２年度に国が実施した「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」によると、

世話をしている家族が「いる」と回答したこ子どもは、中学２年生で 5.7％、全日制高校
２年生で 4.1％であり、その中には世話をしていても自分のやりたいことへの影響は特に
ないと回答したこ子どもが半数いる一方で、家族への世話を「ほぼ毎日」している中高生
は５割弱であった。また、令和３年度に小学生及び大学生を対象にして同様の調査を行っ
た報告書によると、世話をしている家族が「いる」と回答した小学６年生は 6.5％、大学
３年生で 6.2％であった。 
区では、児童相談所とも連携し、児童虐待に関する相談を含め子育て全般に関する相

談体制の整備を図るなど、被害防止に向けた取組を推進しているが、今後は福祉・介
護・医療・子育て・教育関係機関の連携によるヤングケアラーの早期発見と適切な支援
へつなげる取組も求められている。 

 〔青少年の犯罪動向〕 
 青少年による犯罪動向については、警視庁の統計によると、令和５年中、都内において
検挙・補導された非行少年の数は 4,312 人で、前年に比べ 274 人（6.8％）増加した。う
ち、刑法犯少年は 3,347 人で、前年に比べ 305 人（10.0％）増加し、特別法犯少年は、796
人で前年に比べ 121 人（17.9％）増加した。非行少年は平成 22 年からの減少傾向であっ
たが、令和５年は増加に転じた。不良行為少年は、平成３０30 年から令和３年まで減少
傾向であったが、令和４年は大幅に増加し、令和５年は横ばいで推移している。行為別で
は、深夜はいかいが 20,530 人で最多で、前年に比べ 215 人（1.1％）増加した。非行少年
の主な特徴として、大麻事犯の検挙人員は 147 人で前年に比べ 49 人増加している。特殊
詐欺の検挙人員は、100 人で前年に比べ 53 人減少しているが、少年の特殊詐欺の再犯者
率は 59.0％で、少年の刑法犯全体の再犯者率（33.2％）と比べて非常に高い状況である。
あわせて、初発型非行の一つである万引きの検挙・補導人員は 1,061 人で前年に比べて
171 人増加しており、学識別では小学生が 413 人で最も多くなっており、全体に占める小
学生の割合が 38.9％となっている。 
また、最近の青少年の犯罪の傾向として、闇バイトと称する犯罪行為が社会問題となっ

ており、知人や先輩などによる勧誘、ＳＮＳやインターネット掲示板、求人サイト等で「高
収入」「高額報酬」「高額バイト」「簡単な仕事」と甘い誘いで仕事が募集され、窃盗や強
盗などの重大事件に加担してしまう可能性があり、青少年の非行防止に対する取組への理
解と活動の推進が求められている。警視庁では、学校や各関係機関と積極的に連携し、セ
ーフティ教室など青少年の健全な育成を阻害する行為及び青少年の犯罪被害防止に取り
組んでいる。 

 
（※網掛け部分は、今後の警察発表に従って修正します。） 
 



変更履歴︓６年度方針の修正及び育成連絡協議会の意見反映 

5 
 

以上のような状況から、区では、平成 30 年度に策定した「墨田区子ども・若者計画」
を、令和７年度には、（仮称）墨田区こども条例の理念を推進するため、「墨田区子ども・
子育て支援総合計画」、並びに「墨田区子ども・若者計画」をと一体化した「（仮称）墨田
区こども計画」を策定として令和７年度に改定し、墨田本区におけるこ子ども・若者育成
支援施策の一層の推進を図っている。 
またついては、本年度は、次の５つの重点目標を設定し、上記以上の課題に取り組むこ

ととする。 
 

３ 重点目標 
⑴ 健全な明るい家庭づくりを進めよう 
⑵ 青少年の社会参加を促進しよう 
⑶ 社会環境の浄化推進に努めよう 
⑷ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう 
⑸ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう 

 
目標１ 健全な明るい家庭づくりを進めよう 

 家庭は、こ子どもを健全に育成するための重要かつ基本的な場である。こ子どもが日常生
活を通して、社会の一員としての自覚を持った自律的な人間となるよう、親が規範意識を育
むお手本となり、基本的な「しつけ」や「社会のルール」などを理解させるとともに、家族
のふれあいを深め、安らぎのある明るい家庭づくりを推進する。 
⑴ こ子どもは親の鑑、自ら規範意識を持ち真剣に生きる姿を見せよう。 
⑵ 家族が互いに理解し合えるよう、何でも話し合える雰囲気づくりを常に心がけよう。 
⑶ 家族一人ひとりが家族の一員として自覚を高め、家事の分担などそれぞれの役割を担お
う。 

⑷ 保護者は家庭教育について積極的に関わり、家庭教育の重要性について理解を深めよう。 
⑸ やってはいけないことや間違った行為は、しっかり正そう。 
⑹ 元気良く「あいさつ」ができるように、親がこ子どもにしつけよう。 
⑺ 「いじめは、絶対に許されない」ことを家庭内でこ子どもにしっかりと理解させ、いじ
めの兆候等こ子どもの様子をよく観察して見守ろう。 

⑻ 「早寝 早起き 朝ごはん」を実践して、こ子どもに基本的な生活習慣を身に付けさせ、
「気力・体力・学力」の向上につなげよう。 

⑼ 家族や親子で地域行事などに積極的に参加するなど、共同体験を豊かにし、家族のふれ
あいを深めよう。 

⑽ テレビの過剰な視聴、ネット依存（モバイルゲームやスマートフォン等の過度な利用等）
について話し合い、生活習慣が乱れないように規則正しい生活を家庭内で心がけよう。 

⑾ インターネットやスマートフォン等の利用について、家庭内でのルールづくりやフィル
タリングサービスの活用に努めよう。 
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目標２ 青少年の社会参加を促進しよう 

 青少年は、社会との関わりの中で自己を形成し、社会の一員としての自覚を深め人間性豊
かに成長していくものである。青少年が様々な社会活動に自主的に参画して、社会奉仕や勤
労の意義と喜びを体験することは、自立心や協調性などを培う上で大切なことから、地域社
会活動参加への働きかけやジュニア・リーダー等の育成、青少年グループの自主的活動を促
進する。 
⑴ 青少年団体や青少年関係施設等の活動を通じして、自律性と社会性を培い、「生きる力」
を育成するとともに、仲間を思いやり、助け合うことの大切さを学ばせよう。 

⑵ こ子どもたちの声に耳を傾け、自主性が尊重され、生き生きとした地域活動が展開され
るよう支援援助しよう。 

⑶ 自然への愛を育み、地域社会の環境美化をはじめ、環境問題への関心を高めよう。 
⑷ ボランティア活動への認識を広めて、その参加を促進し、奉仕の精神を養おう。 
⑸ 職場体験学習などの場を提供し、地域産業への理解を深めるとともに、社会人・職業人
として自立できるよう支援しよう。 

⑹ 地域社会でスポーツ・レクリエーション・芸術文化活動などの体験活動を充実し、青少
年の積極的な参加を促進しよう。 

 

目標３ 社会環境の浄化推進に努めよう 

青少年を取り巻く社会環境は刺激的な要素が多く、成長の過程にある青少年の心に与える
影響は多大である。区、関係機関・団体及び地域住民は一体となって、「非行を許さない」・
「犯罪の被害者や加害者にならない」・「事故のない」、明るい、安全・安心なまちづくりを
目指して地域環境の浄化を推進する。 
⑴ 不健全図書類等の販売実態を把握し、啓発活動を行うとともに、有害なチラシやポスタ
ーを一掃しよう。 

⑵ インターネット上で、「有害情報」などの閲覧や書込み、情報発信をすることがないよ
う、その適正な使用について、家庭で注意をすることが基本であり、地域ではその啓発活
動を進めよう。 

⑶ 青少年が自主的に活動し、利用することのできる「居場所」づくりを進めよう。 
⑷ 「地域防犯パトロール」活動や「すみだこどもの 110 番」運動を積極的に実施し、青少
年の安全を確保しよう。 

⑸ 交通マナーを普及させ、交通災害から青少年を守り、違法駐車や放置自転車等のない安
全なまちにしよう。 

 

目標４ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう 

 こ子どもの豊かな人間形成を図り、社会の担い手として成長していくために、家庭、学校、
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地域はそれぞれの役割を理解し、その機能を補完し合うなど、青少年健全育成上の課題の把
握や解決に向け、連携をより一層強化していくとともに、関係機関・団体とも連絡調整を図
る。 
⑴ 家庭、学校、地域、関係機関・団体は、情報交換を密にし、日頃から相互の理解を深め
よう。 

⑵ 学校は、地域との連携・協力を深め、地域社会の活動に協力しよう。 
⑶ 保護者や地域住民、育成リーダーは、「地域のこ子どもはみんなわが子」の気持ちでこ
子どもたちに接しよう。 

⑷ 「いじめは決して許されない」「いじめを傍観しているのは、いじめているのと同じだ」
ということをこ子どもたちに教えるとともに、こ子どもの小さな変化を見逃がさず、関係
者は一体となって、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて努力しよう。 

⑸ 親の子育て不安解消に向けた取組を地域で進めるとともに、関係機関の子育て支援の一
層の充実を図ろう。 

⑹ こ子どもの権利侵害を防止するための啓発活動を進め、保護を必要とするこ子どもや家
庭への支援の充実を図るとともに、児童虐待など地域で気になることがあれば、子育て支
援総合センターや児童相談所等に連絡（通報）しよう。 

⑺ 学校内や登下校時におけるこ子どもたちの安全確保のための活動を推進しよう。 
⑻ 「あいさつや声かけ」がこ子どもたちを守り育て、そして地域に根ざした運動になるよ
うに取り組もう。 

⑼ 若年無業者やフリーター、ひきこもりの問題が深刻化していることから、放課後学習の
推進や特別支援教育の充実を図るなど、こ子どもたちの発達段階に応じた教育、支援を行
い、社会で自立した生活を送る上での基本や学習内容の定着を図ろう。 

⑽ こ子どもの将来が、その生まれ育った状況によって左右されることなく、平等に教育を
受ける機会や様々な体験の機会を得られるよう、必要な環境整備を図り、オールすみだで
こ子どもたちを支援しよう。 

⑾ 家庭、学校、関係機関・団体等は連携して、不登校の予防・早期対応及び解消に取り組
もう。 

 

目標５ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう 

青少年による非行や問題行動は、依然として憂慮すべき状況が続いていることから、青少
年の非行防止に対する様々な取組への理解を深め、関係機関・団体、地域住民は、その防止
のために、なお一層多様な活動を推進する。 
⑴ 暴力団が区民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、青少年が暴力団
と関係を持ち被害に巻き込まれないように、区や青少年関係機関・団体が一体となり、啓
発活動などを展開しよう。 

⑵ 犯罪被害防止とともに、加害者にもならないよう、ＳＮＳ等のコミュニティサイトの利
用が危険と隣り合わせであることを認識させ、他人への誹謗中傷や有害情報の書込み防止
など、インターネット上のルール・マナーを守るよう啓発活動を進めよう。 

⑶ 危険薬物等に対する区民の理解を深めるとともに、販売等の情報を知り得た場合は情報
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提供を行えるよう、「危険ドラッグ」等の有害性や危険性について正しい知識の普及・啓
発に取り組もう。 

⑷ 性非行の防止及び性行動の低年齢化を防止するために、正しい知識の情報提供を行おう。 
⑸ 青少年が非行に陥らないよう、不良行為等の問題行動の早期発見、立ち直り支援に取り
組もう。 

⑹ 「一声運動」や「地域懇談会」など、地域での地道な活動を積み重ねながら、区民の非
行・被害防止意識を高めよう。 

⑺ 「万引き、自転車窃盗、自動販売機荒らしは犯罪である」ということをこ子どもたちに
認識させ、「しない・させない・見逃さない」ように、地域で見守りを強めよう。 

⑻ こども家庭庁の主唱する国が提唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間青少年非
行・被害防止推進強調月間」や、「社会を明るくする運動強調月間」等に併せ、引き続き
関係者の連携を強化し、啓発活動に取り組もう。 



 

 
令和６年度墨田区青少年対策事業推進状況 

 

１ 行事等 

（１）墨田区青少年非行防止強調月間（令和６年７月１日～３１日） 

庁舎前に標語「たくましく育つ子どもが未来をつくる」の懸垂幕を掲示した。 

 

（２）社会を明るくする運動（令和６年７月１日～３１日 強調月間） 

街頭活動やポスターの掲示により、運動の主旨である「犯罪や非行を防止し、立ち直りを

支える地域のチカラ」のＰＲを行った。また、中央集会を令和６年７月１３日（土）に曳舟

文化センターで実施し、作文コンテストの朗読発表と都立墨田川高等学校吹奏楽部による演

奏を行った。 

 

（３）墨田区青少年健全育成区民大会 

   こども家庭庁の主唱する「子供・若者育成支援強調月間」の主旨を踏まえ、令和６年１１

月２３日（土）に曳舟文化センターで実施し、青少年健全育成作文入賞者発表及び表彰式、

受賞作品の朗読発表、すみだ少年少女合唱団によるアトラクションを行った。 

※ 青少年健全育成作文コンクール応募数 ４，９１４編（入賞作品数 １７８編） 

 

（４）薬物乱用防止活動 

すみだ保健子育て総合センター１階多目的ホールにおいて、令和６年１２月１０日（火）か 

ら１３日（金）までの間、区内の中学生による薬物乱用防止ポスター・標語の作品展を開催し 

た。 

 

（５）各地区青少年育成委員会における活動 

地域の実情に応じて、夜間パトロールや地域教育懇談会、スポーツ・文化活動等の体験事

業を行った。 

 

２ 会議等 

（１）連絡協議会育成委員長会議（全７回）墨田区役所１１階 教育委員会室 

   ※第７回の会議は令和７年３月２４日（月）に開催予定である。 

（２）連絡協議会定期総会 令和６年７月６日（土） 曳舟文化センター   

資料３ 



 

 

墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況（令和６年度） 

 

１ 事業内容等の変更があった事業（７事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

オリンピック・パラリ

ンピック教育推進事

業 

指導室 

東京 2020 大会の経験を通じ、掛け替

えのないレガシーを幼児・児童・生徒

一人ひとりの心に残します。また、幼

児・児童・生徒がオリンピック・パラ

リンピックの歴史・意義を正しく理解

することで、多様性を尊重し、共生社

会の実現や国際社会の平和と発展に

貢献できる人材に育つことを目指し

ます 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会を、幼児・児童・生徒にとってま

たとない重要な機会と捉え、幼児・児童・

生徒がオリンピック・パラリンピックの歴

史・意義を正しく理解することで、多様性

を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平

和と発展に貢献できる人材に育つことを

目指します。また、東京 2020 大会の経験

を通じ、掛け替えのないレガシーを幼児・

児童・生徒一人ひとりの心に残します。 

開催から年月が経っている中、「ま

たとない重要な機会と捉え」と言

う言い回しが、進行形に捉えられ

るため。各校が大会のレガシーを

大切にしていることを強調するた

め。 

学校防災活動の推進 防災課 

「墨田区地震ガイドブック」を作成・

配布し、災害時に中学生が自ら身の安

全を守るとともに、地域の一員として

応急活動に取り組むことができるよ

う支援します。また、中学生で組織さ

れる自主防災組織の活動に必要な資

材・機材の交付をします。 

「防災に関するガイドブック」を作成・配

布し、災害時に中学生が自ら身の安全を守

るとともに、地域の一員として応急活動に

取り組むことができるよう支援します。ま

た、中学生で組織される自主防災組織の活

動に必要な資材・機材の交付をします。 

令和５年度に各種防災に関するガ

イドブックを「墨田区地震ガイド

ブック」一冊に統合したため。 

【変更前】雇用・就労

支援サイト「ジョブす

みだ」の運営 

【変更後】（仮称）す

みだ企業・求人マッチ

ング支援サイト 

経営支援課 

求人情報や内職情報をインター ネットで検索・閲覧できるようにし、求職活動者

がいつでも手軽に求職情報を閲覧できる環境を整備することで、雇用・就労の促

進を図ります。 

令和７年度、別サイトと統合し、

名称を変更するため。 

資料４ 



 

基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

事業名 担当課・機関 事業内容 変更理由等 

すみだまつり・こど

もまつりでの PR 活

動 

地域教育支援課 

青少年の非行・被害防止・健全育成についての現況、対策及び育成委員会活動について、

すみだまつりの会場（錦糸公園）でチラシ等を配布するなど、青少年の非行・被害防止

の活動ＰＲと意識啓発を図ります。 

令和５年度以降、青少年育成委員

会によるすみだまつり・こどもま

つりの出展を見合わせているた

め。 

 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

スクールサポート

センター事業 

【変更前】 

 指導室 

【変更後】 

 教育センター 

スクールサポートセンターにおいて相談を行い、早期対応ときめ細やかな支援を実施す

ることで、不登校や問題行動、子育てに関する問題など、多様化する健全育成上の課題

を解決し、児童・生徒が有意義で充実した学校生活が送れるようにします。 

教育センターの新設に伴い、所管

が変更したため。 

ステップ学級運営

事業 

【変更前】 

 指導室 

【変更後】 

 教育センター 

学校に適応できない長期欠席の児童・生徒に対して、集団への適応指導や学力補充援助

等、基礎的生活習慣の育成を図ることで、長期欠席児童・生徒が自らの意思により学校

に復帰することを支援します。 

教育センターの新設に伴い、所管

が変更したため。 



 

墨田区青少年健全

育成区民大会 
地域教育支援課 

こども家庭庁の主唱する「子供・若者育成

支援強調月間」に呼応して、各地区の非

行・被害防止等の啓発活動を集約し、区民

等に対し、青少年健全育成の意識の高揚を

図ります。 

内閣府の主唱する「子ども・若者育成支援

強調月間」に呼応して、各地区の非行・被

害防止等の啓発活動を集約し、区民等に対

し、青少年健全育成の意識の高揚を図りま

す。 

秋のこどもまんなか月間における

取組の一つとしてこども家庭庁で

実施しているため。 

 
２ 完了した事業（１事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 事業内容 完了理由等 

合同就職面接会等の

開催 
経営支援課 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワーク墨田所管内である葛飾区とも協力のう

え、就職面接会を開催するなど、区内等中小企業の雇用の安定と区民等求職者の

就労支援を行っています。また、区民等求職者（主に再就職希望者）を対象とし

て、就職活動支援セミナーを開催します。 

コロナ禍を経て就活の方法が変化

しており、また、令和４年度の実

績が少なかったことから、大規模

での就職面接会等の開催方法を見

直し、令和５年度以降共催事業と

しては開催していないため。 

※ハローワーク墨田で継続して実

施している。 
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墨田区子ども・若者計画事業一覧（令和７年１月現在） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援

（１）基本的な生活習慣の形成 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 

幼児教育の推進 

 

 

 

幼児期の教育は、生涯にわたる人間形成の基
礎を培う重要なものです。幼稚園・保育園に
おいて、教員・保育士等は、幼児が安定した
情緒の下で主体的に活動できるよう環境を整
え、基本的な生活習慣や集団生活のルール、
健全な心身の発達の基礎等について身に付け
るようにします。 

指導室 

子ども施設課 

私立幼稚園 

2 

幼稚園、保育所等、

小・中学校での 

食育の推進 

食料の生産から消費に至るまでの食に関する
様々な体験等を通じて、食に関する理解を深
めることで幼児・児童・生徒の健康維持、増
進につなげます。 

指導室 

学務課 

子ども施設課 

3 

学校教育における 

生活習慣にかかわる

指導 

小学校入学段階のスタートカリキュラムによる
指導を始めとして、各教科の学習や学級活動、
保健指導、遠足・宿泊などの学校行事等を通
じて、集団生活のルールや健康の保持促進、
学校内外での安全について指導を行い、望ま
しい生活習慣を形成します。 

指導室 

4 食育推進事業 

「墨田区食育推進計画」に基づき、「手間かけ
て みんなでつくる すみだの食育」を基本理
念に、基本目標『食で「ひと」「まち」「交流」
「安心」「協働」を育む』に準じた食育推進事
業を区民・地域団体・ＮＰＯ・事業者・企業・
大学など多様な分野と区が連携しながら、す
みだ食育推進会議の中で「協創」の食育へと
推進します。 

健康推進課 

すみだ食育 

good ネット 

5 
健康づくりのための

普及啓発 

「すみだ健康づくり総合計画」に基づき、区
民一人ひとりが生涯を通じて、健康保持増進
に取り組めるよう、健康づくりに対する意識
の高揚や知識の普及を図ります。 

健康推進課 

6 健康診査 

16 歳から 39 歳までの区民を対象として、
健康の増進と維持を目的とした健康管理に役
立てるため、若年区民健康診査を実施します。 

健康推進課 

7 栄養指導 

将来の健康について考え、自ら適切な食生活
を実践できるよう、栄養相談や食生活講習会
等を実施し、栄養に関する正しい知識の普及
啓発を図ります。 

健康推進課 

8 
エイズ及び性感染症

等に関する普及啓発 

エイズ及び性感染症に対する正しい理解を深
めるため、ポスターやパンフレットの配布等、
普及・啓発を図ります。 

保健予防課 

9 
たばこの害について

の普及啓発 

たばこの健康被害や受動喫煙による影響を理
解し、喫煙行動を防止するため、小学校高学
年向けに、啓発リーフレットを配布し、意識
啓発を図ります。 

健康推進課 

資料５ 
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（２）確かな学力と豊かな人間性の育成 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
幼保小中一貫教育の

推進 

「墨田区幼保小中一貫教育推進計画」に基づ
き、幼稚園・保育園等から小学校への就学時及
び小学校から中学校への進学時の円滑な接続
を図るとともに、幼児期から義務教育終了まで
の 11 年間を通した連続性のある教育を推進
します。また、交流や意見交換を通して、異校
種間等の円滑な連携を図ります。 

すみだ教育研究所 

2 
学力向上「新すみだ

プラン」の推進 

児童・生徒の学力向上を図るため、「学校の教
育力の向上」「家庭の教育力の向上」「地域の
教育力の向上」の３つを柱に、学力向上に関
する施策を展開します。 

すみだ教育研究所 

3 教職員研修事業 

今日的な教育課題への対応、各職層において
習得すべき内容、授業指導法などについて研
修を行い、教員の指導力向上を図り、子ども
たちの学力向上につなげます。 

指導室 

4 
学校支援指導員 

派遣事業 

全ての幼稚園・学校に学校支援指導員を配置
して、学習指導、生活指導、特別支援等の補
助を行い、幼児・児童・生徒が安心に安定し
た学校生活を送ることができるようにするこ
とで、確かな学力につなげます。 

指導室 

5 

研究協力校（園） 

及び特色ある学校 

づくり推進校、 

グループ・個人奨励 

教育委員会が示した内容や今日的教育課題の
解決を図るため、学校においての研究実践や、
特色ある教育活動等について推進します。 

指導室 

6 人権教育 

地域や学校の実態に即して、同和問題をはじ
めとする様々な人権課題を理解し、自分の大
切さとともに他の人の大切さを認めることが
できるようになり、様々な場面での具体的な
態度や行動に移していくことのできる人権教
育を推進します。 

指導室 

7 道徳教育の推進 

特別の教科道徳を核とした全ての教育活動を
通じて、道徳教育を推進し、人間としての生
き方の自覚を促すことで、豊かな心をもち道
徳性を身に付けた児童・生徒を育成します。 

指導室 

8 
ＳＯＳの出し方に関

する教育 

「困難やストレスに直面した児童・生徒が信
頼できる大人に助けの声を上げられる」こと
を目標として、小学校5年生から中学校3年
生までを対象に、「SOS の出し方に関する教
育」を学校の教育活動として位置付けて実施
します。また、授業教材の作成や授業の実施
にあたっては、健康推進課の保健師等も参画
します。 

指導室 

保健予防課 

（健康推進課） 

9 
若年層に向けた男女

共同参画意識の醸成 

男だから、女だからと性別を理由として役割
を決めつけたり、性別のイメージを固定的に
考えて自分自身や誰かの生き方を制約するこ
とがないよう、中学生以上を対象とした若者
向けの啓発冊子を発行し、男女共同参画意識
の醸成を図ります。 

すみだ人権同

和・男女共同参

画事務所 

10 情報教育の推進 

児童・生徒が主体的に情報を選択・活用する
能力を育てるため、コンピュータを活用した
教育やＳＮＳの適正な利用等を推進します。 

指導室 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

11 
伝統文化等に 

触れ合う機会の提供 

児童・生徒の郷土への理解や愛着心を育むた
め、すみだ北斎美術館やすみだ郷土文化資料
館等と連携し、郷土の歴史や伝統文化を深め
る授業等を行います。 

指導室 

地域教育支援課 

12 
体験的な活動を 

取り入れた学習 

児童・生徒の社会性や豊かな情操を育むため、
特別活動等におけるボランティア活動や自然
体験活動のほか、移動教室や野外体験活動の
充実を図ります。 

学務課 

指導室 

13 

夏休み自然体験教室

（農山村生活体験 

事業） 

自然体験や異学年交流を通じて、子ども達の
豊かな感性や情緒を育むため、児童・生徒を
対象に、農山村等における生活体験や集団生
活を体験する自然体験教室を行います。 

地域教育支援課 

14 自然環境学習 

野鳥、昆虫、樹木などの観察を通して、人と
自然とのつながりを見る目を養い、今後の環
境づくりを考えるきっかけとするとともに、
身近な場所にビオトープを造ることで、生き
物と触れ合い、自然環境の大切さを学びます。 

環境保全課 

15 
子ども読書活動の 

推進 

○学校図書館の充実 

 ①区内全小・中学校が参加する「図書館を
使った調べる学習コンクール」を実施し、
子どもが主体的に学ぶことを支援します。 

 ②授業等での学校図書館の活用を図るとと
もに、展示の工夫やイベントの開催を通し
て、児童・生徒の読書活動を推進します。 

 ③小中学校に学校司書要員を配置し、学校
図書館の活用推進を図ります。 

○学校と図書館の連携強化 

 ①「図書館を使った調べる学習コンクール」
の個別相談会を図書館で実施し、子どもの
研究活動を支援します。 

  ②小中学校へ図書の団体貸出を行い、児童・
生徒がより多くの本に接する機会を増やし
ます。 

 ③読み聞かせボランティア講座を図書館で
開催し、学校での読み聞かせを行うボラン
ティアの活動を支援します。 

 ④図書館見学や職場体験学習、ブックリス
トの配布を通じて、児童・生徒の読書への
関心を高めます。 

⑤学校図書館担当者の専門性を高めるため
に、司書教諭研修を図書館にて実施します。
また、小中学校の学校司書と図書館司書の情
報交換会を行い、情報共有に努めます。 

○地域での読書活動の推進 

幼稚園・保育園等の施設への団体貸出を行う
とともに、図書館ボランティアの協力を得
て、学校や障害児施設での出張読み聞かせ会
等を行い、地域での読書活動を推進します。 

○区立図書館での児童・生徒向けサービス 
 の充実 

 ①おはなし会やイベントを通じて、幼児・
児童・生徒の読書への関心を高めます。 

 ②青少年向けにティーンズコーナーを設
け、青少年が読書に親しみ、豊かな教養を
身に付けることができるよう支援します。 

ひきふね図書館 

指導室 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

16 
健康と体力向上の 

推進 

体位、体力の向上を図るため、指導資料を作
成し、区立小・中学校の児童・生徒の心身の
健康増進を図るとともに、体育優良生徒を表
彰し、スポーツ奨励を図ります。 

指導室 

17 スポーツ振興事業 

スポーツ教室、区民スポーツ大会、障害者（児）
スポーツ・レクリエーション大会などを開催
し、スポーツの振興を図るとともに、広く区
民の健康増進を支援します。 

スポーツ振興課 

18 
区民健康 

スポーツデー 

原則として 10 月のスポーツの日を区民健康
スポーツデーと位置付け、全ての区民が一日
スポーツに親しむ日とすることで、スポーツ
の振興を図ります。 

スポーツ振興課 

19 
総合型地域スポーツ

クラブ自立支援 

地域の日常的な活動の場として、誰もが参加
できる気軽にスポーツやレクリエーションを
楽しむことができる地域スポーツクラブを展
開し、豊かな地域スポーツライフを築きます。 

スポーツ振興課 

20 
スポーツ推進委員の

活動 

スポーツ教室等の企画運営に参画し、区民に
スポーツの指導・助言を行いスポーツの振興
を図ることで、広く区民の健康増進を支援し
ます。 

スポーツ振興課 

21 各種スポーツ活動 
子ども達の心身を鍛えるととともに、健康増
進を図るため、柔・剣道教室などを実施しま
す。 

本所・向島警察署 

（３）社会貢献・社会参画の促進 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
地域力育成・ 

支援事業 

地域で活動している方や地域活動に関心があ
る方を対象に、リーダースキルやコーディネ
ータースキル等の提供、活動者の交流会等を
行い、自主的かつ組織的に活動できる人材を
育成します。 

地域活動推進課 

2 
すみだ生涯学習 

センター事業 

区民がさまざまな生涯学習活動を行うための
拠点施設として、生涯学習の機会や場の提供、
学習情報の発信、学習相談を実施するなど、
区民の生涯学習を支援します。 

地域活動推進課 

すみだ生涯学習

センター 

3 
図書館における 

青少年活動の推進 

中高生のボランティアグループ「ひきふね図
書館おもてなし課」の活動を通して、中学生・
高校生が自主的にイベントや特集展示コーナ
ーの企画や運営を行うことで、地域貢献の意
識醸成を図ります。 

ひきふね図書館 

4 
クリーン 

キャンペーン 

ごみゼロデー（５月 30 日）にちなみ、道路
や公園等の散乱ごみの清掃を内容とするキャ
ンペーンを地域住民が主体的に進める活動と
して実施することで、美観の向上を図るとと
もに、地域力の強化を目指します。 

すみだ清掃事務所 

5 
ボランティア 

推進事業 

ボランティア活動に対する理解と参加を促進
するため、講習会や講座の開催、ＰＲ活動等
を行い、ボランティアの育成・活動支援を図
り、福祉のまちづくりを推進します。 

墨田区社会福祉

協議会 

厚生課 

6 
ボランティア 

センターの活動 

ボランティア活動を推進するため、ボランテ
ィアの育成と活動の中心となる場を設け、ボ
ランティア意識の啓発と活動への参加を促進
します。 

墨田区社会福祉

協議会 

厚生課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

7 
夏体験 

ボランティア事業 

ボランティア活動の体験を通して、様々な社会
的問題への関心を深めるとともに、積極的に社
会づくりに参加する意識の醸成を図ります。 

墨田区社会福祉

協議会 

（厚生課） 

8 
学校のボランティア

活動普及事業 

中学校・高等学校等を「ボランティア協力校」
として指定し、生徒の社会福祉への理解と関
心を高め、人間同士の連携の精神を養うとと
もに、生徒を通じて家庭及び地域社会の意識
啓発を図ります。 

墨田区社会福祉

協議会 

（厚生課） 

9 
児童・生徒向け 

ボランティアスクール 

小・中・高校生を対象にボランティア活動の
学習と体験をすることで、社会参画意識の醸
成を図ります。 

墨田区社会福祉

協議会 

（厚生課） 

10 生産体験活動 
社会奉仕の心を育むため、管内に通う子ども
を対象に、農業体験をはじめとした生産体験
活動等を行います。 

本所・向島警察署 

11 
自主グループ等への

支援 

児童館で読み聞かせ等を行う自主グループに
活動場所の提供を行い、ボランティアの育成
を図ります。 

子育て政策課 

12 音楽活動 

中高生を中心とした音楽グループに児童館の
音楽室を開放し、それらのグループが、コン
サートを開催するなど音楽活動を通じて、健
全育成を図ります。 

子育て政策課 

13 
墨田区のお知らせ等

による周知 

青少年向けの区の各部署が実施する行事など
を、墨田区のお知らせ「すみだ」や区政情報
番組「ウィークリーすみだ」等を通じて、区
民へ周知・ＰＲします。 

広報広聴担当 

14 
国際理解教育の 

推進事業 

各教科等の学習を通した国際理解教育を推進
するとともに、外国人講師（ＮＴ）の導入やＴ
ＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ（東
京都版英語村）の利用により、英語学習や外国
の文化等への関心を高め、英語を用いてコミュ
ニケーションを図る態度を育てます。 

指導室 

15 
墨田区中学生海外 

派遣事業 

中学校２年生を対象とした海外派遣を実施し、
現地の生徒との交流やホームステイ等によっ
て、英語力の向上を図り、国際社会で幅広い視
野を持って活躍することのできる人材を育て
ます。 

指導室 

16 

オリンピック・ 

パラリンピック教育

推進事業 

東京 2020大会の経験を通じ、掛け替えのな
いレガシーを幼児・児童・生徒一人ひとりの
心に残します。また、幼児・児童・生徒がオリ
ンピック・パラリンピックの歴史・意義を正
しく理解することで、多様性を尊重し、共生
社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献で
きる人材に育つことを目指します。 

指導室 

17 総合防災教育 

自らの防災行動力を高めるとともに、将来にお
ける地域防災の担い手を育成するため、幼児
期から発達の段階に応じた防火防災教育を総
合防災教育と位置付け、継続的に実施します。 

本所・向島消防署 

18 消防少年団 

将来の地域防災の担い手を育成するため、小
学校１年生から高校３年生までを対象とし
て、各消防署単位で、防火防災に関する知識
及び技術を身に付ける活動を実施します。 

本所・向島消防署 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

19 学校防災活動の推進 

○区民と地域の防災力向上を図る一環とし
て、普通救命講習を実施し、将来の地域の担
い手である中学生に対する防災教育を推進し
ます。 

○「墨田区地震ガイドブック」を作成・配布
し、災害時に中学生が自ら身の安全を守ると
ともに、地域の一員として応急活動に取り組
むことができるよう支援します。また、中学
生で組織される自主防災組織の活動に必要な
資材・機材の交付をします。 

指導室 

防災課 

20 
起震車による 

地震体験 

各学校や町会等で行われる防災訓練、墨田区
主催のイベント等で、起震車「すみだぐらぐ
ら号」による地震体験を行い、青少年の防災
意識の高揚と防災行動力の向上を図ります。 

防災課 

21 中学生区議会 

区内各中学校の代表生徒を対象に、本会議・
委員会形式の模擬区議会の体験を通じて、す
みだの未来を担う子どもたちの郷土に対する
愛着心等の向上を図ります。 

広報広聴担当 

22 
すみだ少年少女 

合唱団 

区の音楽文化推進の一環として、小学校３年
生から高校３年生を対象とした合唱団を結成
し、歌う楽しさを通して豊かな情操を養いま
す。また、地域のイベント等に出演し、地域
への愛着・理解を深めるとともに社会性の向
上を図り、音楽都市すみだの文化的まちづく
りに寄与する人材を育てます。 

文化芸術振興課 

23 
すみだまつり・ 

こどもまつり 

区民等によって組織した実行委員会が企画・
運営することで、「ふるさと墨田」のまちづく
り意識の高揚と地域力の振興を図ります。ま
た、安全・健康・友情と連帯の輪を目標に明
るくはつらつとした子どもの成長を促しま
す。実施にあたって広くボランティアを募集
することで、区民等の社会参画を促します。 

文化芸術振興課 

24 はたちのつどい 

はたちを迎える方で構成する実行委員会が企
画から当日までの運営を行うことにより、社
会人としての自覚を促すとともに、参加者が
喜びを共感できる式典を開催します。 

文化芸術振興課 

25 
明るい選挙啓発 

ポスターコンクール 

区内小中学校及び高等学校の児童・生徒を対
象に、選挙啓発に関するポスターコンクール
を実施し、選挙に対する関心を高めます。 

選挙管理委員会 

事務局 

26 若年投票立会人 

各投票所に配置する投票立会人について、18
～29 歳までの若年層を起用することで、若
者の選挙に対する関心を高めます。 

選挙管理委員会 

事務局 

27 若年啓発グループ 

18～29歳までの若年層を対象にグループを
結成し、若者の政治参加を促し、選挙に関す
る関心を高めるための啓発活動を行います。 

選挙管理委員会 

事務局 
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（４）職業的自立の支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 キャリア教育の推進 

児童・生徒一人ひとりのキャリア発達を支援
し、それぞれにふさわしいキャリアを形成し
ていくために、授業等を通して必要な意欲・
態度や能力を育てます。 

指導室 

2 子ども科学教室 

区内在住在学の小学校４～6 年生を対象に、
芝浦工業大学と連携したロボット工作を通し
て、子どもたちのものづくりへの興味醸成を
図ります。（令和元年度に完了し、新たに「も
のづくりスタートアップ連携促進事業」を追
加した。） 

経営支援課 

３ 
ものづくりスタート

アップ連携促進事業 

区内の町工場等を学びのフィールドとして、
区内外の教育ベンチャーと連携しながら、
STEAM教育の考え方を取り入れた次世代も
のづくり人材の育成を行います。あわせて、
本区に開学予定の情報経営イノベーション専
門職大学や千葉大学と連携したリカレント教
育も実施していきます。（令和４年度完了） 

経営支援課 

４ ものづくりフェア 

ものづくりの魅力を伝えるため、イベントを
通して、子どもたちが「ものづくり」に触れ
る機会を提供し、ものづくりの楽しさを伝え
ます。 

経営支援課 

５ 
就職支援コーナー 

すみだ 

ハローワークの求人情報検索システムを庁舎
内に設置するなど、ハローワーク墨田、東京
労働局、区の三者が連携することで、雇用・
就労の促進を図ります。 

経営支援課 

ハローワーク墨田 

６ 

雇用・就労支援 

サイト「ジョブ 

すみだ」の運営 

求人情報や内職情報をインター ネットで検
索・閲覧できるようにし、求職活動者がいつ
でも手軽に求職情報を閲覧できる環境を整備
することで、雇用・就労の促進を図ります。 

経営支援課 

７ 求職者支援訓練 

雇用保険を受給できない求職者などを対象と
して、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を
受けた職業訓練を実施します。 

ハローワーク墨田 

８ 職業訓練受講給付金 

特定求職者が、ハローワークの支援指示を受
けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講
し、一定の支給要件を満たす場合、「職業訓練
受講給付金」（職業訓練受講手当・通所手当・
寄宿手当）を支給します。 

ハローワーク墨田 

９ 
若年者の安定雇用の
推進に繋がる 
各種助成金（国） 

トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成
金の正社員化コース等、若年者の安定雇用の
推進に繋がる各種助成金の活用について、区
や事業主団体との連携を含め、管内企業に対
して周知・啓発を実施します。 

ハローワーク墨田 

10 
合同就職面接会等の

開催 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワーク墨
田所管内である葛飾区とも協力のうえ、就職
面接会を開催するなど、区内等中小企業の雇
用の安定と区民等求職者の就労支援を行って
います。また、区民等求職者（主に再就職希
望者）を対象として、就職活動支援セミナー
を開催します。 

経営支援課 

（令和５年度 

完了） 

ハローワーク墨田 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

11 
すみだ人材確保プロ

モーション支援事業 

区内事業者に関心のある求職者を対象に、合
同企業説明会を開催し、区内事業者への就労
促進を図ります。 

経営支援課 

12 
人材確保・ 

就職支援コーナー 

福祉分野（介護・看護・保育）／建設・警備・
運輸等の仕事を希望する方や当該人材を必要
とする事業主の皆様をサポートします。実際
に施設を見学するツアー型面接会や体験会、
業界セミナーを行います。 

ハローワーク墨田 

13 学卒求人申込説明会 

新規学校卒業予定者を対象に求人申込みが見
込まれる事業所に対し、求人申込みにあたっ
ての事務手続等についての説明を行うととも
に、適正な従業員採用計画の樹立、求人秩序
の維持、公正採用選考のルールの遵守及び就
職差別の解消のため、実施しています。 

経営支援課 

ハローワーク墨田 

14 中高生の就職支援 

中・高生等社会経験のない新卒者に対して、
就職支援ナビゲーターによる就職意識の形
成、準備活動、個別相談等を実施し、管内の
中学、高校等と密接な連携のもと安定雇用で
ある正社員就職に繋がる支援を実施します。 

ハローワーク墨田 

15  ヤング相談コーナー 

34 歳以下の若年求職者を対象とした職業相
談窓口として、職業相談・職業紹介の他、応
募書類の添削や面接対策、キャリアインサイ
トを使用した適正診断等、個別予約相談を行
います。 

ハローワーク墨田 

 

基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

（１）家庭教育への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 家庭教育への支援 

家庭教育の向上を図るため、地域を対象とし
た「地域育成者講習会」の実施や子育て等に
関する学習を行う団体等への支援を行いま
す。また、児童・生徒の保護者に配布する家
庭教育パンフレットの制作を行うことによ
り、親子のふれあい・子どもの自主性・家庭
における教育の大切さについての意識啓発を
推進します。 

地域教育支援課 

2 ＰＴＡへの支援 

家庭の教育力の向上を図るため、児童・生徒
の保護者等を対象として、小・中それぞれの
連合ＰＴＡが実施する研修大会やブロック研
修などを支援します。 

地域教育支援課 

3 

「小学校すたーと 

ブック」及び 

「中学校入学 

プレブック」の配布 

小学校入学間近の子ども及び小学校６年生
とその保護者に冊子を配布することで、家庭
教育の大切さを啓発するとともに、就学・進
学後の学校生活をスムーズに始められるよ
うにします。 

すみだ教育研究所 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

4 
家庭における 

読書活動の推進 

○ブックスタート事業 

３・４か月健診時に、乳児と保護者に絵本の
手渡しと読み聞かせのアドバイスを行うとと
もに、幼児向けブックリストを配布し、家庭に
おいて子どもとのスキンシップを深め、豊か
な情緒を育むための読書の推進を図ります。 

○家読（うちどく）の啓発 

１冊の本を通じて家族で読書を楽しめる「お
うちＤＥ読書ノート」の配布や保護者向け講
演会の開催を通じて、家庭における読書活動
の推進を図ります。 

ひきふね図書館 

5 子育て支援拠点事業 

在宅での子育てを支援する拠点施設として、
さまざまな子育て支援サービスの提供や調整
のほか、相談等の総合的な子育て支援事業を
行います。 

子育て支援総合

センター 

6 子育てひろば 
子育て相談に関する関係機関との連携を図
り、子育て相談・ひろば事業を両国子育てひ
ろば及び文花子育てひろばで実施します。 

子育て支援総合

センター 

（２）家庭・地域・学校の連携 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 学校運営連絡協議会 

学校運営連絡協議会を各学校に設置し、学校の
課題解決に向けて、家庭・地域・学校が果たす
べき役割や学校の支援について協議するなど、
開かれた学校づくりを推進することで、家庭・
地域・学校の協働体制を構築します。 

指導室 

2 学校公開 

定期的に授業を公開し、保護者が児童・生徒
の学習や生活の様子を実際に見る機会を設け
ることで、学校の教育活動やその方針につい
ての理解を深めます。 

指導室 

3 
放課後子ども教室の

推進 

放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所
づくりを推進するため、区立小学校の施設を
利用して、学校、ＰＴＡ及び地域住民等が連
携し運営する放課後子ども教室を推進しま
す。 

地域教育支援課 

4 
学校支援ネット 

ワーク事業の推進 

子どもたちに多様な体験・価値ある体験の場
を提供するため、出前授業等を通して、地域
力（地域住民・企業等）を学校の教育活動に
取り入れ、地域等で学校を支援します。 

地域教育支援課 

5 
学校による家庭訪問

又は面談 

教員の家庭訪問や、保護者の来校による面談
などを実施し、学級担任と保護者が懇談する
機会をもつことで、児童・生徒の理解と学校
の教育活動に関する理解を深めます。 

指導室 

6 
学校における地域 

人材の活用 

地域の方をゲストティーチャーとして学校に
迎え入れたり、職場体験や特別活動、地域調
べ・学習支援で地域の協力を得るなど、地域
と連携した学校の教育活動を支援します。 

指導室 

すみだ教育研究所 

7 
青少年育成委員会 

活動への支援 

青少年の非行防止等健全育成を図るため、青
少年対策施策への協力や、各地域における自
主的な青少年健全育成活動を実施している青
少年育成委員会の活動を支援します。 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

8 
青少年委員活動の 

推進 

青少年の健全育成の振興を図るため、地域の
青少年の余暇指導や青少年団体の育成、区の
青少年事業への協力など、学校、地域、行政
のパイプ役としての活動を展開する青少年委
員の活動を推進します。 

地域教育支援課 

9 
学校安全 

ボランティア事業 

東京都の「子供安全ボランティア」活動の一
環で、小学校の保護者と地域の方がボランテ
ィア活動として、子どもたちの登下校時にお
ける通学路のパトロールや子どもたちへの声
かけ運動・あいさつ運動を行います。 

庶務課 

10 
携帯電話等活用した

情報発信システム 

不審者情報や急な学校行事の変更など緊急性
の高い情報を、小中学校、幼稚園及び教育委
員会事務局から、保護者の携帯電話等にメー
ルで情報発信します。 

庶務課 

（３）子ども・若者の育成環境の整備 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 

すみだこどもの 110

番運営委員会への 

支援 

子ども達の登下校時等の安全確保を図るた
め、子ども達が不審者と遭遇した際の避難場
所となる家庭等を登録し、子ども達に周知す
るＰＴＡ事業である「すみだこどもの 110
番」の活動を支援します。 

地域教育支援課 

2 帰宅呼びかけ放送 

児童・生徒の非行防止や安全確保を図るため、
毎日定時に防災無線システムを利用した「帰
宅呼びかけ放送」を実施します。 

地域教育支援課 

3 
地域福祉プラット 

フォーム事業 

令和２年度まで墨田区社会福祉協議会が地域
の居場所、気軽な相談場所として実施してい
た「地域福祉プラットフォーム」は、令和３
年度から区が進めている包括的支援体制整備
事業の地域の拠点として位置づけ、区が墨田
区社会福祉協議会に委託して運営していま
す。（※令和６年１１月現在、京島三丁目、本
所一丁目、八広五丁目、墨田五丁目、緑四丁
目の５カ所で開設） 

厚生課 

墨田区社会福祉

協議会 

4 
子どもの居場所ネッ

トワークづくり 

食事提供活動を通じ、子どもの居場所づくり
を行っている区内の団体及び区との連携、ネ
ットワークづくりを支援します。 

厚生課 

墨田区社会福祉

協議会 

5 

児童館事業 

コミュニティ会館 

事業 

社会福祉会館事業 

幼児から高校生までを対象に、スポーツやボ
ランティア活動などの様々な交流活動を実施
するなど、青少年の健全育成のための支援を
行います。 

子育て政策課 

地域活動推進課 

すみだ人権 

同和・男女共同

参画事務所 

6 
児童館における 

定期学習会の実施 

児童が自主的に学習できる環境を提供するた
め、児童館における学習会を実施します。 子育て政策課 

7 少年団体の育成 

子ども会における年少指導者を育成する「ジ
ュニア・リーダー研修会」をはじめとした少
年団体の自主的な活動に対し、必要に応じて
専門的・技術的な助言等の援助を行うことに
より、各少年団体の育成及び活動の充実を図
ります。 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

8 
子ども会活性化への

支援 

地域の子ども達の健やかな成長を促すため、
子ども会に対し、各種レクリエーション種目
の紹介や情報提供、技術指導など、子ども会
の活動を支援します。 

地域教育支援課 

9 
サブ・リーダー 

講習会の実施 

地域や学校で活躍するリーダー（ジュニア・
リーダーの前身）を養成するため、小学校４
～６年生を対象に、グループ活動や野外活動
等を通し、基礎的な知識・技能を習得させる
とともに、仲間と協力し合うことの大切さな
どを学ばせるサブ・リーダー講習会を実施し
ます。 

地域教育支援課 

10 ネットトラブル対策 

青少年のインターネット利用に関する様々な
問題に対応するため、青少年健全育成に携わ
る方々や東京都や関係機関等と連携し、イン
ターネットの適切な利用について普及啓発を
実施します。 

指導室 

11 セーフティ教室 

幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒を
対象に、連れ去り防止・薬物乱用防止、非行・
被害防止対策、インターネットの適正利用等
を目的とした講演やロールプレイングを実施
し、防犯意識や危機対応力を高めます。また、
保護者・地域等と学校・警察が一体となって、
幼児・児童・生徒の被害防止や非行防止（デ
ートＤＶ・ストーカー被害防止等）について
の情報交換を行い、地域で幼児・児童・生徒
を守る意識を高めます。 

指導室 

12 
デート DV 予防啓発

講座 

交際相手からの暴力や暴言など、DV 被害に
あわない為に、また、加害者にならない為に
デートDVに対する理解促進と予防啓発に努
めます。 

すみだ人権 

同和・男女共同

参画事務所 

すみだ共生社会

推進センター 

13 交通安全指導 

児童・生徒に日常の交通安全に必要な事柄を
理解させ、常に安全を確認し、正しい判断の
もとに安全な行動をとる態度や能力を育てま
す。特に、交通安全の実践の場は学校の外で
あるため、家庭や地域社会と連携を密にして
進めます。 

○道路での正しい歩き方 

○信号や標識・標示の理解 

○雨の日の安全 

○自転車の正しい乗り方 

○横断歩道・踏切の渡り方、ほか 

庶務課 

14 
スクールサポーター

制度 

警察ＯＢで構成されるスクールサポーターは
警察と学校のパイプ役として、児童・生徒の
安全確保や非行・犯罪被害防止を目的として、
定期的に学校を訪問し、教員へのアドバイス
や情報交換を行います。また、少年の溜まり
場対策、セーフティ教室の企画立案、不登校
対策等を行うとともに、学校・地域に不審者
情報等の被害状況の伝達を行っているほか、
PTAと連携した子ども110番制度の活性化
を図ります。 

本所・向島警察署 

15 
緊急通報装置等の 

防犯設備 

非常通報体制「学校110番」、防犯カメラ・
モニター、電子施錠等を区立小中学校・幼稚
園に導入し、子どもの安全確保を図ります。 

庶務課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

16 
通学路防犯設備整備

事業 

通学路に防犯カメラを設置することにより、
学校、地域が行う児童の見守り活動を補完す
るとともに、通学路における児童の安全を確
保します。 

庶務課 

17 
学校ＩＣＴ化推進 

事業 

全教員がＩＣＴ機器を「いつでも」、「どこで
も」、「だれでも」効果的に活用することがで
きるよう、授業改善に資するための環境整備
を行います。また、教材コンテンツを共有化
する仕組みを構築することで、教員がＩＣＴ
を活用した指導を継続的に行い、児童・生徒
が意欲的に学ぶことができるような教育活動
を展開します。 

庶務課 

18 防犯ブザーの貸与 
緊急時にブザーを使用して犯罪被害を未然に
防ぐため、小学生に防犯ブザーを貸与し、児
童の安全確保を図ります。 

学務課 

19 地域防犯対策 

○児童の下校時にあわせて、青色防犯パトロ
ールカーによる区内巡回パトロールを実施し
ます。 

○町会・自治会等が連携して防犯カメラを設
置する場合に助成します。 

○地域において自主防犯活動をしている団体
を支援するため、防犯パトロール用品を支給
します。 

安全支援課 

20 安全・安心メール 

スマートフォンやパソコン等に、「すみだ安
全・安心メール」として区内の防災・防犯情
報等を配信します。 

安全支援課 

21 有害環境の浄化活動 

青少年に対し著しく性的感情を刺激し、健全
な成長を阻害するビラやチラシ、ポスター、
不健全図書（雑誌）成人向けＤＶＤ等の適正
な取扱いを目指して、地区青少年育成委員会
と連携し、実態調査や自粛又は撤去の要請等
を行い、有害環境の浄化を図ります。 

地域教育支援課 

22 薬物乱用防止活動 

年々低年齢化する麻薬、覚せい剤、シンナー
等の薬物禍から青少年を守るため、関係機関・
団体、地域社会が連携して薬物禍撲滅活動を
実施します。また、学校においては、薬物乱
用防止マニュアル等を活用した教育を実施す
るとともに、保護者に対してリーフレットを
配布し啓発活動を進めます。 

生活衛生課 

指導室 

地域教育支援課 

23 

すみだまつり・ 

こどもまつりでの 

ＰＲ活動 

青少年の非行・被害防止・健全育成について
の現況、対策及び育成委員会活動について、
すみだまつりの会場（錦糸公園）でチラシ等
を配布するなど、青少年の非行・被害防止の
活動ＰＲと意識啓発を図ります。（令和５年度
以降青少年育成委員会による出展を見合わせ
ている。） 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

24 交通安全運動 

○各小学校にスクールゾーン対策連絡会を設
置し、交通安全活動を行うとともに定期的に
意見交換会を開催して、危険箇所の把握と改
善を行うなど、登下校時の交通事故の防止を
図ります。 

○警察署と協力して自転車安全運転教室の参
加者に自転車安全運転免許証を交付すること
で、自転車利用者の安全意識の啓発を図りま
す。また、自転車利用のルール及びマナー向
上を図るため、スタントマンによる交通事故
を再現した交通安全教室を実施するととも
に、すみだまつり・こどもまつりで交通ルー
ル及び自転車の利用マナーの啓発活動を行い
ます。 

土木管理課 

25 
健康づくりのための

環境整備 

子どもたちの健やかな成長を促し、楽しく遊
ぶことのできる場所を提供するため、様々な
遊具や健康器具の設置も含めて、公園を整備
していきます。 

公園課 

26 
ボール遊びができる

公園等の整備 

子どもたちが、外でボール遊びができる環境
づくりに向けて、既存公園等にボール遊びが
できる広場の整備を進めていきます。 

公園課 

27 
総合運動場等整備 

事業 

スポーツを通じ、異なる世代の人々の価値観
を超えた交流を促進するとともに、青少年等
の社会教育活動を行う施設として整備を進め
ます。（令和元年度完了） 

スポーツ振興課 

 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

（１）いじめ・不登校対策 

 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
いじめ防止対策の 

推進 

「墨田区いじめ防止対策推進条例」に基づき、
いじめ防止対策基本方針やプログラム、対応
マニュアルを作成し、保護者、地域、事業者
等の連携のもと、地域社会全体でいじめの防
止、早期発見、早期対応の取組強化を推進し
ます。 

庶務課 

指導室 

2 教育相談事業 

幼児・児童・生徒と、その保護者を対象に、子
どもの教育上のさまざまな悩みに対して相談
に応じ、その解決のための助言や支援を行っ
ています。また、電話相談として「親子電話
相談」「ヤングテレフォン相談」を実施してい
ます。 

すみだ教育研究所 

3 
スクールサポート 

センター事業 

スクールサポートセンターにおいて相談を行
い、早期対応ときめ細やかな支援を実施する
ことで、不登校や問題行動、子育てに関する
問題など、多様化する健全育成上の課題を解
決し、児童・生徒が有意義で充実した学校生
活が送れるようにします。 

教育センター 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

4 
スクールカウンセラー

の配置 

児童及び生徒の臨床心理に関して高度に専門
的な知識・経験を有する臨床心理士等をスク
ールカウンセラーとして学校に配置し、いじ
めや不登校の未然防止、改善及び解決並びに
学校内の相談体制等の充実を図ります。 

指導室 

5 
ステップ学級運営 

事業 

学校に適応できない長期欠席の児童・生徒に
対して、集団への適応指導や学力補充援助
等、基礎的生活習慣の育成を図ることで、長
期欠席児童・生徒が自らの意思により学校に
復帰することを支援します。 

指導室 

6 
不登校防止対策の 

推進 

「墨田区立学校不登校対策基本方針」に基づ
き、保護者、地域、関係機関と連携し、各小中
学校が組織的に不登校の予防・早期発見及び
解消を図ります。 

指導室 

（２）障害のある子ども・若者への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 乳幼児への療育 

みつばち園・にじの子等において、心身の発
達に心配がある未就学児等に、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などを行います。 

障害者福祉課 

2 

幼稚園・保育所等に

おける障害児教育・

保育等 

○区立幼稚園では、一定の条件の下で、特別
な支援を要する幼児の受け入れを実施しま
す。 

○保育所等では、一定の条件の下で、障害児
の受け入れを実施します。 

○学童クラブでは、一定の条件の下で、障害
児の受け入れを実施します。 

学務課 

子ども施設課 

子育て政策課 

3 学齢児への療育 

放課後等デイサービスにより、心身に障害が
ある１８歳未満の就学児に、放課後または学
校休業日などに、生活能力向上のための訓練
や社会交流を行います。 

障害者福祉課 

4 就学相談 

初めて小学校に入学するお子さんや、中学校
への進学、転学等についての相談を行います。
医師や専門家等による就学相談委員会によ
り、児童・生徒一人ひとりの障害や能力に応
じて、もっとも適切な学びの場について判断
し、支援します。 

学務課 

5 
特別支援学級・ 

教室の運営 

○知的障害のある児童・生徒が在籍する固定
学級や、日常は通常学級で学びながら週一回
程度通って指導を受ける通級指導学級を運営
します。 

○情緒障害等がある、より多くの児童・生徒
が障害の状態に応じた特別な指導支援を受け
られるようにするため、区立の全小・中学校
に特別支援教室を設置し、発達障害教育を担
当する教員が各学校を巡回して指導します。 

学務課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

6 特別支援教育の推進 

○特別支援教育の実施に伴い、必要に応じて
教室の整備・工事等を行います。 

○介助があれば通常学級で学ぶことができる
児童・生徒のため、在籍校に介助員を配置し
ます。 

○区立幼稚園・小・中学校では、障害がある
幼児・児童・生徒をはじめ全ての幼児・児童・
生徒について、一人ひとりの教育的ニーズの
把握、分かりやすい授業の展開、安心・安全
に生活できる環境の整備を推進します。 

学務課 

指導室 

7 すみだ教室の実施 

中学校特別支援学級及び特別支援学校を卒業
した知的障害者を対象に、社会生活に必要な
ルールやエチケットを学ぶとともに、仲間づ
くりを中心に社会的自立を促すため、日曜青
年教室を開催し、様々な活動を行います。 

地域教育支援課 

8 就労継続支援事業 

就労が困難な障害者で、作業能力がある方を
対象に、作業支援、就労支援、生活支援、健康
管理を行います。 

障害者福祉課 

9 
すみだ障害者就労 

支援総合センター 

障害のある方が、地域において経済的・社会的
に自立し、安定した生活を送るために、ハロー
ワーク墨田等の関係機関と連携し、企業就労等
の機会拡大を図るとともに、職業訓練、就職支
援、職場定着支援、生活支援等を行います。 

障害者福祉課 

10 
墨田区福祉作業所 

ネットワークKAI 

ネットワークの場を通じ、福祉作業所が区の
クリエーターによる「すみのわプロジェクト」
などにより自主生産品開発に取り組みます。
また、作業所利用者による生産品を「スカイ
ワゴン」等での販売を通じ、利用者の工賃ア
ップ、やりがいにつなげます。 

障害者福祉課 

（３）若年無業者（ニート）・ひきこもり対策 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
思春期相談・ 

思春期講演会 

児童精神科医及び臨床心理士が、学齢期から
青年期においての不規則な生活、摂食障害、
ひきこもり、不登校、思春期のうつ、自傷行
為、自殺未遂、暴力、発達の心配等に対して
対面相談に応じます。そのほか思春期講演会
を開催し、家族や本人への理解を深めるとと
もに、一般への知識の普及活動を行います。 

健康推進課 

2 
若者の居場所づくり

支援 

こころの悩みや生きづらさを感じている若者
が、自宅以外で安心して過ごせる居場所（カ
フェ）を定期的に実施し、ストレスへの対処
法やソーシャルスキルを身につけ、前へ進む
ための支援を行います。 

保健予防課 

３ 

若者や子育て世代等

の女性などに対する

就労支援 

若者や子育て世代等の女性、求職者の保護者
を対象に、キャリアカウンセリング（個別相
談 ）を行う「就職・仕事カウンセリングルー
ム」を開設し、より多くの人材が区内企業等
に就職できるよう支援します。 

経営支援課 

４ 

ヤング相談コーナー

等における他機関へ

の紹介 

34 歳以下の若年求職者を対象とした職業相
談窓口において、相談内容に応じて保健セン
ターや地域若者サポートステーション等への
紹介を行います。 

ハローワーク墨田 
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（４）非行・犯罪への対策と子ども・若者への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 地域教育懇談会 

地区青少年育成委員会と連携し、各地域にお
ける青少年の非行化の実態や問題傾向等の情
報交換、関係機関・団体の活動の連絡調整を
行うとともに、地域における青少年の健全育
成の意識の啓発を図ります。 

地域教育支援課 

2 地域パトロール 

地区育成委員会等関係機関・団体と連携して、
夏休みや年末年始、祭礼、縁日など、定期的
にパトロールを実施し、青少年への指導や安
全確保に努めます。 

地域教育支援課 

3 
墨田区青少年健全 

育成区民大会 

こども家庭庁の主唱する「子供・若者育成支
援強調月間」に呼応して、各地区の非行・被
害防止等の啓発活動を集約し、区民等に対し、
青少年健全育成の意識の高揚を図ります。 

地域教育支援課 

4 
墨田区青少年非行・

被害防止強調月間 

こども家庭庁の主唱する「青少年の非行・被
害防止全国強調月間」に呼応して、関係機関・
団体、地域住民等がそれぞれ実施する非行・
被害防止活動を集中的に実施して、青少年の
非行・被害防止の徹底を図ります。 

地域教育支援課 

5 ふれあい協議会 

町会等を対象に防犯講座等を開催する「ふれ
あい諸活動」を通じて、非行防止や青少年の
健全育成を図っています。 

本所・向島警察署 

6 
サイバーパトロール

の実施 

ウェブサイトや電子掲示板等を閲覧して違法・
有害情報（※）の有無を調査するサイバーパト
ロールを実施し、違法・有害情報を発見した場
合には、違法行為の検挙、プロバイダや電子掲
示板の管理者等に対する削除の要請等の措置
を講じ、違法・有害情報の氾濫防止に取り組み、
青少年の犯罪・被害防止を図ります。 

（※）違法情報 

児童ポルノ画像、わいせつ画像、覚せい剤等規
制薬物の販売に関する情報等インターネット上
に掲載すること自体が違法となる情報 

（※）有害情報 

違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘
発するなど公共の安全と秩序の維持の観点か
ら放置することのできない情報 

本所・向島警察署 

7 更生保護活動 

人の立ち直りを支える活動「更生保護」にお
いて、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱
を受けた保護司が、更生に向けた指導や助言
等を行う保護観察、犯罪や非行を未然に防ぐ
犯罪予防活動、釈放後の居場所や就職先の確
保といった生活環境の調整を行います。 

墨田区保護司会 

（地域教育支援課） 

8 
社会を明るくする 

運動 

法務省の主唱により、墨田区長を委員長とし、
墨田区保護司会、墨田区更生保護女性会及び
墨田区ＢＢＳ会の会員などで構成される推進
委員会が、毎年７月を中心に青少年の非行・
被害防止と罪を犯した者の更生、援助のため
の地域活動について、広く区民の理解と協力
を得ることを目的に実施します。 

墨田区保護司会 

地域教育支援課 
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（５）特に配慮が必要な子ども・若者への支援（ひとり親・生活困窮家庭、自殺対策、外国人、性同一性障害等） 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 母子生活支援施設 

配偶者のいない親が、経済的な理由や住居が
ない等の事情で子どもの養育をすることが困
難な場合に、母子を入所させて保護するとと
もに、自立の促進のためにその生活の支援を
行います。 

生活福祉課 

2 
母子緊急一時保護 

事業 

緊急に保護を必要とする母子を、区の指定施
設に一時入所させ、相談、助言を行い、自立
更生の措置を講ずるまでの応急的措置を図り
ます。 

生活福祉課 

3 
ひとり親家庭自立 

支援給付金事業 

【自立支援教育訓練給付金】 

国から指定を受けた教育訓練講座を受講す
る際に、費用の一部を給付します。 

【高等職業訓練促進給付金】 

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士、保健師、助産師、理容
師、美容師、歯科衛生士、製菓衛生士、調
理師等の資格取得のために訓練機関で修業
する場合に、修業期間中、訓練促進給付金
を給付します。 

生活福祉課 

4 
子どもの学習・ 

生活支援事業 

貧困の連鎖防止を図るため、生活困窮世帯
の子どもに対する学習支援・生活支援を行
います。 

具体的には、一年間通して実施する学習会
と、長期休み期間に宿題をサポートする学
習会を行います。 

厚生課 

5 

外国人等児童・ 

生徒のための日本

語指導及び学習支

援 

外国人等児童・生徒が基礎的な日本語の定
着を図るために、日本語級指導教室や「す
みだ国際学習センター」において、段階的
な学習支援を行います。また、外国人児童
の日本語での教科学習等の支援を行うため
に一定期間、日本語支援員（通訳介助）を
実施します。 

指導室 

6 区民相談 

すみだ区民相談室では、区内在住・在勤・
在学の方を対象に、日常抱える問題や悩み
事などに対して、相談員が面談等により問
題解決のアドバイスをします。外国人相談
として、中国語・英語通訳者付きの相談を
行います。 

広報広聴担当 

7 
子ども・若者への見

守り支援 

地域において、特に配慮が必要な子ども・若
者の把握に努め、関係機関につなげます。 

民生・児童 

委員 

（厚生課） 

8 
ゲートキーパー 

研修 

区民や地域生活の様々な場面・分野における
相談支援活動に関わっている方等を対象に、
その活動の中で、自殺のサインや支援が必要
な人に気づき、関係機関につなげる目的でゲ
ートキーパー研修を実施します。 

保健予防課 

9 
すみだ こころと 

生活の相談窓口 

様々な悩みに対応する相談窓口の連絡先を
掲載したリーフレット「すみだ こころと生
活の相談窓口」を区及び区施設の窓口や区内
関係機関で配布します。 

保健予防課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

10 
小中学生向け啓発物

の配布 

小学校５・６年生と中学生向けに、悩みの相
談先やこころのＳＯＳチェックを掲載した啓
発物を配布します。 

保健予防課 

11 

性的マイノリティの

人の人権等様々な人

権問題に関する啓発 

教育委員会事務局と連携し、必要な情報提供
をします。また、広報紙や機会を捉えて様々
な人権問題に関する啓発に取り組みます。 

すみだ人権 

同和・男女共同

参画事務所 

12 
児童虐待に関する 

相談 

18 歳未満の子どもの虐待に関する対応を行
います。問題解決にあたっては、江東児童相
談所と連携を図っていきます。 

すみだ人権 

同和・男女共同

参画事務所 

13 児童相談 

18 歳未満の子どもに関するあらゆる相談を
受け、児童福祉法に基づく対応を行います。
問題解決にあたっては、子育て支援総合セン
ターと連携を図っています。 

江東児童相談所 

 

 



 
資料６ 

○墨田区青少年問題協議会条例（昭和３０年条例第２号） 

 

（設置） 

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に

基づき、区長の附属機関として、墨田区青少年問題協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、会長及び４５人以内の委員をもって組織する。 

２ 会長は、区長をもって充てる。 

３ 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 区議会議員 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 関係行政機関の職員 

（４） 区の職員 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、委嘱され、又は任命された時における前条第４項各号に掲げる身

分を失ったときは、第１項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただ

し、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

４ 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない

行為があったと認めるときは、第１項の規定にかかわらず、協議会の意見を

聴いて、委員を解任することができる。 

（会長及び副会長の権限） 

第４条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

３ 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委

員が会長の職務を代理する。 

（招集） 

第５条 協議会の会議は、区長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第６条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

２ 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（専門委員会） 

第７条 協議会の審議事項等について専門の事項を調査させるため、協議会に

専門委員会を置くことができる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。 
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第Ⅰ部 墨田区こども計画の策定にあたって 
 

 

 

1 墨田区こども計画策定の背景と趣旨 

 



Ⅰ-2 

２ 計画の位置付け 
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3 計画期間 

 

4 こどもの定義について 

 

5 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

 

➊ 全てのこどもについて、個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別を

受けないこと。 

❷ 全てのこどもについて、適切に育てられ、生活を保障され、愛されて保護され

ることなどの福祉に関する権利が等しく保障されること。 

❸ 全てのこどもについて、教育を受ける機会が平等に与えられること。 

❹ 全てのこどもについて、年齢と発達の程度に応じて、意見を表明する機会や社

会的活動に参画する機会が確保されること。 

❺ 全てのこどもについて、年齢と発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮されること。 

❻ 子育てに夢を持ち、子育ての喜びを実感することができる社会環境を整備する

こと。 

❼ 地域社会全体でこどもの育ちを支えること。 

❽ こどもの声を聴き、こどもとの対話を大切にすること。 
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6 あるべき姿 
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7 計画の構成 

方針

方針

計画の全体構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区若者計画 
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8 計画の推進 

（１）推進体制及び計画の進行管理 

（２）関係機関・団体との連携推進 
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（３）評価指標 

 

こども計画全体の指標 

 

評価指標 現状値 目標値 

「『こどもの権利』がしっかりと守られている」と感じる割合 46.5% 60.0% 

「自分のことが好きだ」と感じる割合 67.6% 80.0% 

「墨田区のまちづくりや区役所の仕事について自分の意見や考えを言うことがで

きる」と感じる割合 
17.9% 50.0% 

 

 

第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画の指標 

 

評価指標 現状値 目標値 

「親同士のつながりと子育て力が育成されてきている」と感じる割合 37.2% 45.0% 

「幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している」と感じる割

合 
63.8% 75.0% 

「こどもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している」と感じる割合 66.1% 80.0% 

「保護が必要なこどもとその家庭への支援が整っている」と感じる割合 44.9% 50.0% 

「子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮しているこどもとその家庭への支援

が整っている」と感じる割合 
46.1% 50.0% 

「子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある」と感じる割合 45.5% 50.0% 

「子育てにやさしいまちづくりが推進されている」と感じる割合 50.9% 60.0% 

（※）墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査から設定 

 

 

第Ⅲ部 墨田区若者計画の指標 

 

評価指標 現状値 目標値 

「いろいろなことに積極的に挑戦することができる」と感じる割合 65.0% 70.0% 

朝食を毎日とる割合 43.8% 50.0% 

週に1回以上運動・スポーツをしている割合（20代） 68.0% 75.0% 

自分の精神状態は健康であると思う割合 79.0% 85.0% 
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地域活動に参加していない又は参加したくないと思う割合 40.3% 35.0% 

働いている割合（正規・非正規の被用者＋自営業・自由業） 81.0% 85.0% 

無職の割合 5.8% 4.0% 

収入、経済面に対する不安感の割合 44.1% 40.0% 

これまでの人生のなかで、自殺したい、またはそれに近いことを考えたことが

ある割合 
37.8% 30.0% 

悩み事を誰にも相談したいと思わない割合 73.7% 65.0% 

自分が知りたい区政情報を入手できている割合（20代） 25.5% 30.0% 

地域住民やボランティア団体によるパトロールなどの地域の防犯活動に参加し

たいと思う割合（20代） 
18.8% 25.0% 

（※）墨田区若者実態調査及び第 28回墨田区住民意識調査(令和 6年度)から設定 
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墨田区子ども・子育て支援総合計画 
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第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画 

 

第１章 墨田区子ども・子育て支援総合計画について 

１ 墨田区子ども・子育て支援総合計画策定の趣旨 

 

国は、急速に進展する少子化に対応するため、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を、

また、こども及びこどもを養育している人に必要な支援を行い、もって一人ひとりのこどもが

健やかに成長することができる社会の実現を目的として、平成 24 年に「子ども・子育て支援法」

を制定し、総合的な少子化対策や、こどもが健やかに成長することができる社会の実現を進め

てきました。また、貧困の状況にあるこどもが健やかに育成される環境を整備するため、平成

26 年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行し、令和 6年 6月には、こども大綱を

踏まえ、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改正して、こどもの貧困対

策のより一層の推進を図っています。 

本区においては、平成 27年 3 月に次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支援法に基

づく「すみだ子育ち・子育て応援宣言」を、令和 2 年 2 月に「墨田区子ども・子育て支援総合

計画」を策定し、こども・子育て支援施策を総合的に推進してきました。 

近年、こどもを取り巻く課題は複雑・多様化し、児童虐待、いじめ・不登校等のほか、こども

の貧困やヤングケアラーなどの問題が深刻化するとともに、配慮が必要なこどもと子育て家庭

への支援や、子育て支援のサービスや利便性の向上、こどもの居場所の確保など、多岐にわた

るさまざまな課題への対応が求められています。 

こうした状況を踏まえ、全てのこどもが、希望にあふれ健やかに成長できるよう、「墨田区子

ども・子育て支援総合計画」を墨田区こども計画に包含し、より一層こどもや子育て家庭への

支援施策の推進を図っていきます。 
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２ 計画策定の体制 

 

■策定体制 

本計画の策定においては、学識経験者や区内のこども・子育てに関わる関係団体により構成

する「墨田区子ども・子育て会議」にて諮問し、審議してきました。 

墨田区子ども・子育て会議では、議題に応じて、構成者を「乳幼児部会」「学齢部会」に分け

て具体的な検討を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育て支援ニーズ調査 

本計画の策定にあたり、今後のこども・子育て支援施策を進める上での資料とするため、令

和 5 年 9 月に「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施しました（詳細は第 2 章 7 を参

照）。 

 

 

 

  

墨田区子ども・子育て会議

答申

⚫ 「墨田区子ども・子育て支援総合計画」
に関する審議

⚫ 諮問に対する答申

※議題に応じて2つの分科会を設け具体的に検討

乳幼児部会 学齢部会

区長

諮問
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第２章 墨田区におけるこども・子育てを取り巻く現状 

１ 児童数の推移 

 

（１）未就学児童 

平成 25 年以降の未就学児童の推移をみると、平成 31 年に 12,855 人でピークを迎え、その後

減少傾向に転じ、令和 6年には 11,083 人になっています。 

0 歳、1〜2歳人口は、平成 30年のピークから令和 6年までに 20％弱減少しています。 

 

【未就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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（２）就学児童 

平成 25 年以降の就学児童の推移をみると、全体で微増傾向が続いています。 

6～8 歳の低学年は、平成 30 年を除いて増加傾向にあります。9～11 歳の高学年は平成 27 年

まで減少傾向にありましたが、平成 28年以降は令和 2年度を除いて増加傾向にあります。 

 

【就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

 

  

5,021 5,141 5,258 5,302 5,364 5,351 5,393 5,440 5,493 5,574 5,631 5,637

5,118 5,007 4,973 5,032 5,092 5,217 5,232 5,310 5,270 5,284 5,331 5,426

10,139 10,148 10,231 10,334 10,456 10,568 10,625 10,750 10,763 10,858 10,962 11,063

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平
成

25
年

平
成

26
年

平
成

27
年

平
成

28
年

平
成

29
年

平
成

30
年

平
成

31
年

令
和

2年

令
和

3年

令
和

4年

令
和

5年

令
和

6年

6～8歳（低学年） 9～11歳（高学年）

（人）
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２ 出生数と合計特殊出生率 

 

（１）出生数 

平成 24 年以降、概ね増加傾向が続き、平成 29 年は近年で最も多い 2,502 人となりました。

その後減少傾向に転じ、令和 4年には 2,113 人となっています。 

 

【出生数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、全国と比べると低い数値となっています。東京都と比べると、令和元年

までは概ね高い水準にありましたが、令和 2〜3 年には同程度、令和 4 年には 1.00 と東京都を

下回りました。 

 

【合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局「人口動態統計」 
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３ 就業率 

 

就業率を墨田区、東京都、全国で比較すると、男性はおおむね全国を下回っていますが、ほ

ぼ東京都と同じような数値となっています。女性は、全体として緩やかなＭ字型の状況にあり、

おおむね東京都と全国の中間の数値となっていますが、60歳以降では全国と同程度もしくは上

回っています。 

 

【男性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査 
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４ 教育・保育施設の現状 

 

（１）幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）の定員・利用者数・施設数の推移 

幼稚園は、令和 5年度以降の施設数は 14 園で推移し、ここ数年の定員数は横ばいとなってい

ますが、利用者数は減少傾向にあります。 

 

【幼稚園の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 5 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

（２）保育所(幼保連携型認定こども園含む)の定員・利用者数・施設数の推移 

保育所の定員、利用者数、施設数は、増加傾向にありましたが、ここ数年は横ばいとなって

います。 

【保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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（３）認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移 

認証保育所の施設数は認可保育所への移行等に伴い減少し、ここ数年は横ばいとなっていま

す。施設数の減少に伴い定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

（４）その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移 

平成 30 年度から施設数、定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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５ 保育施設の待機児童数 

 

（１）認可保育施設の申込み者数の推移 

認可保育施設の申込み者数は、令和 3 年度の 7,333 人をピークに、微減傾向となり、令和 6

年度は 7,117 人となっています。 

 

【認可保育施設の申込み者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

（２）待機児童数の推移 

待機児童は平成27年度以降増加傾向にありましたが、平成31年度には大きく減少しました。

令和 2年度以降も減少傾向にあり、区内の待機児童は解消に近づいています。 

 

【待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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（３）地域別の待機児童数の推移 

待機児童を南北別でみると、北部の待機児童は解消し、南部の待機児童も解消に近づいてい

ます。 

 

【地域別の待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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６ 学童クラブの状況 

 

（１）学童クラブの在籍数の推移 

学童クラブの在籍数は、増加傾向にあり、令和 6年度には 3,078 人となっています。 

【学童クラブの在籍数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

（２）学童クラブの待機児童数と箇所数の推移 

学童クラブの箇所数は徐々に増加し、令和 6年度には 74 か所となっています。令和 5年度に

施設数が大幅に増加したことにより、待機児童は減少しましたが、解消には至っておらず令和

6 年度には 84人となっています。 

【学童クラブの待機児童数と箇所数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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７ 子育て家庭の状況 

 

（１）家族類型 

乳幼児の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 75.7%で前回調査の 61.4%から 14.3 ポイント

増加し、「非共働き世帯」が 17.4%と前回調査の 30.6%から 13.2 ポイント減少となり、乳幼児の

家庭類型における共働き世帯の増加がさらに顕著になっています。 

小学生の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 69.8%で前回調査の 60.9%から増加し、「非共

働き世帯」が 17.7%と前回調査の 20.9%からやや減少しています。 

 

【各世帯の家族類型】 

 

≪乳幼児調査≫              ≪小学生調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

 

 

  

ひとり親家庭

3.9%

共働き世帯

75.7%

非共働き

世帯

17.4%

無回答 3.0%

n=1,367

ひとり親家庭

8.5%

共働き世帯

69.8%

非共働き

世帯

17.7%

無回答 4.0%

n=963
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（２）母親の就労状況 

乳幼児の母親の現在の就労状況は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 39.2%

と最も多く、前回調査の 34.3%から 4.9 ポイント増加しました。次いで「フルタイム(産休・育

休・介護休業中)」が 25.4%、「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 17.5%などとなっ

ています。 

小学生の母親は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 43.9%と最も多く、次

いで「パート・アルバイト等(産休・育休・介護休業中ではない)」が 35.0%、「以前は働いてい

たが、現在は働いていない」が 17.2%などとなっています。 

乳幼児の母親も小学生の母親も、フルタイムで働いている母親の割合はそれぞれ前回調査か

ら増加しており、総じて働いている母親の割合が増加している状況です。 

 

【母親の就労状況】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 
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介護休業中）

1.8%

以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない

17.5%

これまで

働いたことはない
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0.3%

n=1,367

フルタイム（産休・
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フルタイム

（産休・育休・

介護休業中）

1.1%

パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休
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17.2%
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2.2%

無回答

0.2%
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（３）保護者の子育てに対する意識 

乳幼児の保護者は、子育てについて「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」と

の回答が 49.7%で最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 40.9%、「心配するこ

との方が多い」が 7.8%などとなっています。 

小学生の保護者は、「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」との回答が 53.5%で

最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 29.7%、「心配することの方が多い」が

14.4%などとなっています。 

乳幼児の保護者、小学生の保護者ともに前回と同様の傾向が見られます。 

 

【保護者の子育てに対する意識】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

楽しいと感じる

ことが多い

40.9%楽しいと

感じることと心

配することが

同じくらい

49.7%

心配する

ことの方が

多い

7.8%

分からない

1.1%

無回答

0.4%

n=1,367

楽しいと感じる

ことが多い

29.7%

楽しいと

感じることと

心配すること

が同じくらい

53.5%

心配する

ことの方が

多い

14.4%

分からない

2.2%

無回答

0.2%

n=963
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（４）乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の乳幼児期の子育て環境について、そう思う割合(「とてもそう思う」と「まあそう思

う」の合計)が高かったのは、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している(69.0%)、

⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している(64.3%)、⑤子育て支援サ

ービスが充実している、(62.5%)、③子どもの心とからだの健康づくりが充実している(60.8%)

などとなっています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=1,367）　　

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

12.1%

8.9%

9.6%

8.5%

13.5%

15.2%

6.2%

6.4%

4.5%

6.6%

5.0%

6.9%

4.5%

4.8%

6.9%

4.8%

9.9%

7.2%

56.9%

50.3%

51.2%

44.7%

49.0%

49.1%

44.0%

42.8%

41.8%

40.7%

33.1%

37.5%

21.5%

29.0%

44.8%

30.6%

44.1%

41.7%

26.2%

35.2%

33.2%

39.6%

30.1%

26.3%

37.0%

37.5%

40.4%

39.2%

49.2%

41.6%

50.2%

46.6%

36.1%

47.0%

33.7%

38.8%

3.2%

3.9%

4.2%

5.3%

5.5%

7.8%

6.8%

8.1%

7.6%

8.9%

10.4%

11.9%

21.2%

17.3%

10.1%

15.4%

10.4%

10.4%

1.5%

1.8%

1.8%

1.8%

1.9%

1.7%

6.0%

5.3%

5.7%

4.6%

2.3%

2.1%

2.6%

2.2%

2.1%

2.2%

1.9%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 35.0%と最も多く、次いで「幼稚園・保育所・認定こども園等の教

育・保育事業が充実している」が 33.9％、「子育て支援サービスが充実している」32.7％などと

続いています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=1,367）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て支援サービスが充実している

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

親と子の健康づくりが充実している

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

ひとり親家庭等への支援が整っている

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

35.0%

33.9%

32.7%

28.7%

26.4%

19.2%

16.5%

16.1%

15.5%

13.8%

7.9%

7.3%

6.9%

6.9%

5.6%

5.2%

3.2%

2.5%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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（５）小学生の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の小学生の子育て環境について、そう思う割合（「とてもそう思う」と「まあそう思う」

の合計）が高かったのは、⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実してい

る（63.3%）、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している（63.1%）、⑤子育て支援サ

ービスが充実している（55.0%）、②子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が整備さ

れている（54.8%）、などとなっています。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

 

  

（n=963)

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

8.3%

6.4%

6.6%

4.9%

7.3%

12.5%

6.1%

5.3%

3.7%

4.4%

4.3%

6.9%

3.1%

3.1%

5.5%

2.8%

5.4%

4.3%

54.8%

48.4%

46.8%

36.8%

47.7%

50.8%

43.6%

47.1%

39.8%

40.4%

32.0%

39.6%

23.2%

26.9%

46.1%

27.8%

42.3%

38.8%

31.7%

39.5%

39.9%

51.3%

37.7%

29.9%

37.8%

35.7%

44.4%

42.2%

51.1%

41.7%

51.6%

51.9%

39.8%

51.5%

40.3%

43.9%

4.3%

4.9%

5.6%

6.1%

6.5%

5.9%

7.8%

8.0%

7.3%

9.4%

10.4%

10.2%

19.5%

15.4%

7.4%

15.8%

10.9%

11.2%

0.9%

0.8%

1.0%

0.9%

0.8%

0.9%

4.7%

3.8%

4.8%

3.6%

2.3%

1.7%

2.6%

2.7%

1.2%

2.1%

1.1%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 38.7%と最も多く、次いで「子どもの安全・安心を守るための環境

が整備されている」が 29.6%、「子育て支援サービスが充実している」が 29.5%などと続いてい

ます。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=963）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子育て支援サービスが充実している

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

ひとり親家庭等への支援が整っている

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

親と子の健康づくりが充実している

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

38.7%

29.6%

29.5%

29.1%

24.0%

21.1%

20.0%

16.4%

13.2%

12.4%

11.3%

9.6%

7.9%

5.7%

5.4%

5.3%

4.2%

3.8%

1.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
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８ こどもの貧困の状況 

 

（１）全国の相対的貧困率 

「相対的貧困率」は、国民一人あたりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値の半分に満

たない人の割合を言います。令和 3年の相対的貧困率は、15.4％で、うち 17 歳以下のこどもの

貧困率は、11.5％となっています。 

また、18 歳未満のこどもがいる現役世帯（世帯主が 18歳以上 65歳未満）の相対的貧困率を

みると、令和 3年は 10.6％となっています。そのうち、大人が 2人以上いる世帯は、8.6％であ

るのに対し、大人 1人の世帯では 44.5％と約半数を占めており、ひとり親世帯の相対的貧困率

が高いことがうかがえます。 

諸外国との比較では、ＯＥＣＤ加盟の 38 か国中、データが公表されている加盟国の中で、相

対的貧困率は 8 番目に高く、ひとり親世帯の相対的貧困率については、5 番目に高くなってい

ます。 

 

【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 
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【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 

 

【貧困率の国際比較】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:こども家庭庁「第 1 回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」資料より引用 
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（２）東京都の生活困難度  

「生活困難度」は、こどもの生活における生活困難を「低所得（等価世帯所得が 142.9 万円

未満）」、「こどもの体験や所有物の欠如（海水浴、旅行、本、勉強部屋等）」、「家計の逼迫」の 3

つの要素から捉え、2 つ以上に該当する場合に「困窮層」、1 つ該当する場合に「周辺層」と分

類します。小学 5 年生については困窮層 5.1%、周辺層 11.2％、中学 2 年生については困窮層

6.5%、周辺層 15.0％、16～17 歳については困窮層 7.2%、周辺層 14.5％となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都の各年齢層における生活困難層の状況】 

 小学 5年生 中学 2年生 16～17 歳 

生活困難層（困窮層＋周辺層） 16.3％ 21.5％ 21.7％ 

 困窮層（2つ以上に該当） 5.1％ 6.5％ 7.2％ 

 周辺層（いずれか 1つ該当） 11.2％ 15.0％ 14.5％ 

資料：令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査 

 

 

 

  

低所得

こどもの体
験や所有物
の欠如

家計の

逼迫
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９ こどもの人口の将来推計 

 

 

【こどもの人口の将来推計】 

年齢 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳 2,101 2,271 2,351 2,429 2,502 

1 歳 1,922 1,958 2,113 2,184 2,253 

2 歳 1,761 1,814 1,845 1,989 2,053 

3 歳 1,632 1,672 1,720 1,748 1,882 

4 歳 1,668 1,583 1,620 1,666 1,691 

5 歳 1,771 1,636 1,553 1,588 1,632 

0～5 歳・小計 10,855 10,934 11,202 11,604 12,013 

6 歳 1,802 1,711 1,579 1,497 1,531 

7 歳 1,826 1,779 1,689 1,558 1,477 

8 歳 1,855 1,816 1,768 1,679 1,549 

9 歳 1,896 1,848 1,808 1,761 1,672 

10 歳 1,802 1,887 1,839 1,800 1,752 

11 歳 1,783 1,801 1,886 1,838 1,798 

6～11 歳・小計 10,964 10,842 10,569 10,133 9,779 

合 計 21,819 21,776 21,771 21,737 21,792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 

  

2,101 2,271 2,351 2,429 2,502

3,683 3,772 3,958 4,173 4,306

5,071 4,891 4,893 5,002 5,205

5,483 5,306 5,036 4,734 4,557

5,481 5,536 5,533 5,399 5,222

21,819 21,776 21,771 21,737 21,792

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

0歳 1～2歳 3～5歳 6～8歳（低学年） 9～11歳（高学年）

（人）
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10 こども・子育てを取り巻く現状・課題 

 

本区の教育・保育施設の状況としては、保育所の利用者数は増加傾向にありますが、保育施

設の待機児童数は減少傾向にあり、区内の待機児童は解消に近づきつつあります。学童クラブ

に関しては、箇所数、在籍数ともに増加しております。待機児童は大きく減少しましたが、解

消には至っておらず、引き続き対応が求められています。 

上記の背景として、乳幼児や小学生を持つ家庭において共働き世帯が増えていることに加え、

フルタイムの就労が増加している状況があり、今後もこれらの就労状況に応じた子育て支援サ

ービスの提供が重要となります。 

墨田区子ども・子育て会議においても、子育て支援に係るサービスや利便性の向上が課題と

して挙げられており、教育・保育の質の向上に向けた人員の適切配置や資質向上のほか、施設

利用や一時預かりの申込など子育て支援に関する DX 推進も求められています。加えて、在宅子

育てにおける不安解消やニーズに対応した支援サービスも課題となっています。 

また、乳幼児期から学齢期におけるいわゆる小１の壁などの課題への対応も望まれているほ

か、療育や多子世帯への支援の充実など、配慮が必要なこどもや保護者への支援の強化も求め

られています。 

学齢期においては、学童クラブの量の確保も課題となっています。特に、共働き世帯が増え

ている中では、子どもの居場所づくりとして、放課後の過ごし方の充実も重要な課題となって

います。 

また、墨田区の特徴である地域のつながりの強みを生かした居場所づくりやネットワークづ

くりが求められています。加えて、不登校の子どもへの支援は引き続き取り組むべき課題とな

っているほか、近年顕著化しつつあるヤングケアラーについても学校や地域などとの連携によ

り適切な対応や支援が必要となっています。 
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第３章 めざす将来像と基本方針 

１ めざす将来像 

 

墨田区子ども・子育て支援総合計画は、墨田区こども計画の基本理念のもと、あるべき姿「こ

どもまんなかすみだの実現」に向けて、こども大綱を踏まえ、めざす将来像を以下のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪めざす将来像≫ 

全てのこどもが希望にあふれ 

健やかに育っている 
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２ 基本方針 

 

めざす将来像「全てのこどもが希望にあふれ健やかに育っている」社会の実現に向けて、6つ

の基本方針を掲げ、こども・子育て支援施策を展開していきます。 

 

 

 

 

［方向性］ 

（１）妊娠・出産期における支援の充実 

○出産準備期の支援 

○妊娠期から乳幼児期の支援 

（２）こどもと親の健康づくりの促進 

○母子の健診・予防接種 

○医療を安心して受けられる仕組み 

○食育 

○健康づくり 

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

○親子の交流・情報交換の場づくり 

○相談できる場の提供 

○親のリフレッシュや不安解消 

 

 

 

［方向性］ 

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

○保育の質の向上及び保育士等の人材確保・育成・定着 

○乳幼児期における教育・保育の環境づくり 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

○さまざま状況への保育サポート 

○病気や緊急時の保育サービス 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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［方向性］ 

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

○児童館・学童クラブの整備 

○こどもの居場所づくり 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

○学び・体験の機会づくり 

○読書活動による豊かな心の育成 

○スポーツによる心身の育成 

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

○多様な学習プログラムによる学校教育の充実 

○情報教育とデジタル化への環境整備 

○環境に対する教育の充実 

○防災に関する教育の充実 

○こころを育む教育の充実 

○学校教育の環境向上 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

○こどもの自立に向けた取組 

 

 

 

［方向性］ 

（１）ひとり親家庭等への支援 

○相談の場・機会づくり 

○経済的負担の軽減 

○自立のための支援施設 

○自立・教育の支援 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

○療育の充実          

○療育等における経済的支援 

○教育的ニーズに応じた環境づくり 

（３）こどもの貧困対策と支援 

○こどもの貧困に対する取組 

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

○いじめ・不登校への取組 ○外国籍児童への支援 

○児童虐待防止  ○経済的負担への支援 

○ヤングケアラーへの支援 ○相談支援 

○医療的ケア児への支援 ○多様性への取組 

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 
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［方向性］ 

（１）地域の子育て力の育成と協働 

○子育てに関するネットワークづくり 

○子ども会や少年団体の育成 

○高齢者との関わりによる育成の機会 

○生涯学習やボランティア活動への支援 

○学校や地域・関係機関による青少年の健全育成 

（２）企業等の子育て力との協働 

○企業等との関わりづくり 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

○防犯・交通安全 

○犯罪対策 

○安全安心に関する情報発信 

 

 

 

［方向性］ 

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

○働き方に関する取組 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

○こどもを連れて出かけやすいまちづくり 

○子育てしやすい住宅環境の整備 

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

○多様な手法による情報発信 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１

妊娠・出産期から子育て
における支援を充実させ
ます

基本方針２
乳幼児期における教育・
保育の質とサービスの向
上を図ります

基本方針３

こどもが自分らしく心豊
かに育つことができる環
境をつくります

全
て
の
こ
ど
も
が
希
望
に
あ
ふ
れ
健
や
か
に
育
っ
て
い
る

めざす
将来像

基本方針 取組の方向性

（１）妊娠・出産期における支援の充実

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり

（２）こどもと親の健康づくりの促進

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上

（２）多様なニーズに対応した保育の充実

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進

（１）ひとり親家庭等への支援

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援

（３）こどもの貧困対策と支援

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援

基本方針４

配慮が必要なこどもや家
庭への支援を強化します

基本方針５

地域でこどもの育ちを支
える取組を促進します

基本方針６

子育てしやすい環境づく
りを推進します

（１）地域の子育て力の育成と協働

（２）企業等の子育て力との協働

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進

配慮が必要なこどもや家

庭への支援を強化します 
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第４章 めざす将来像の実現に向けた取組 

 

基本方針１ 妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 

 

 

現状と課題 

 

○ 本区における 0 歳から 11 歳までの人口の将来推計は、横ばいの見通しとなっていますが、

全国的には少子化が進行し、その要因の一つに育児に対する経済的負担が挙げられています。

また、妊娠・出産期においては、精神的な面でも母親やパートナーにかかる負担が大きく、

特に、産後の育児疲れや孤立化なども大きな課題となっています。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、希望するこどもの数より実際のこどもの数が

少ない理由として、育児の経済的負担(79.2％)、将来の教育費の負担(70.8％)などが多く挙

げられています。 

そのため、妊娠・出産期、さらには産後におけるさまざまな不安や悩みに対して適切に対

応していくことが求められます。 

 

○ 母子保健はこどもの健やかな成長の基盤であり、食育や適切な生活習慣、健康づくりは特

に重要な取組となります。本区の乳幼児健診の受診率は高い水準で推移していることから、

引き続き母子や乳幼児の健診を推進し、こどもと親の健康づくりを支えていくことが求めら

れます。 

 

○ 子育てにおいて、母親やパートナーにかかる負担は大きく、とくに出産直後から数か月の

授乳や育児による睡眠不足、体調不良や疲労が大きな精神的・体力的負担となり、その後は

家事と育児の両立に追われるケースも少なくありません。精神的・体力的不安により、外出

の機会や交流の機会が少なくなり、孤立・孤独を感じる方も多くいます。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育てにおける孤立感は約半数が感じている

状況となっています。特に、在宅子育ての不安感や孤立感を和らげるために必要なこととし

て、こどもを預けられる場(48.6％)や家事・育児のサポート(39.1％)などのニーズが高くな

っています。 

そのため、さまざまな状況に応じた不安や悩みを解消できるよう、適切な情報提供や相談、

サポート支援とともに、孤立化させないための交流や相談場所の設置など、ニーズに対応し

た適切で切れ目ない子育て支援のサービスの充実が求められています。 

  

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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（１）妊娠・出産期における支援の充実 

・出産を控えた妊婦とそのパートナーに向けた、妊娠・出産・育児に関する情報提供や実習、

参加者同士の交流の場を図ります。 

・産後の身体的回復と精神的負担の軽減を促進し、安心して子育てができるよう支援します。 

・全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、継続的な相談支援と経済的支援を図り

ます。 

 

【計画事業】 

≪出産準備期の支援≫ 

◇出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業）［事業番号 1］ 

◇親子健康手帳（母子健康手帳）の交付［事業番号 2］ 

◇入院助産事業［事業番号 3］ 

◇出産準備クラス・パパのための出産準備クラス［事業番号 4］ 

◇妊産婦訪問指導事業［事業番号 8］ 

≪妊娠期から乳幼児期の支援≫ 

◇国民健康保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 5］ 

◇国民年金保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 6］ 

◇乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）［事業番号 7］ 

◇家事・育児サポーター事業［事業番号 9］ 

◇妊婦のための支援給付交付金事業［事業番号 10］ 

◇周産期保健医療ネットワークシステムの運営［事業番号 11］ 

◇出産・子育て応援事業（バースデーサポート）［事業番号 76］ 

◇産後ケア事業［事業番号 77］ 
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（２）こどもと親の健康づくりの促進 

・出産後のこどもの発育・栄養・生活環境等の育児指導の機会を設け、育児不安の解消、虐

待の未然防止・早期発見を図ります。 

・妊産婦やパートナー、新生児・幼児への適切な時期ごとの健診や歯科検診、予防接種など

を行い、アレルギーや疾病の早期発見や予防といったこどもの健やかな育成に係る支援を

行います。 

・こどもの食育や健康・体力向上への取組の推進とともに、こどもの年齢に合わせて、喫煙

や飲酒、薬物、性教育などについての学習機会の確保や正しい理解の普及啓発を図ります。 

 

【計画事業】 

≪母子の健診・予防接種≫ 

◇母子健康診査［事業番号 13］ 

◇母子歯科健康診査［事業番号 14］ 

◇歯科衛生相談運営［事業番号 82］ 

◇乳幼児健康診査（3～4 か月児、6～7 か月児、9～10 か月児、1 歳半児、3 歳児）、

乳幼児経過観察健診、アレルギー健診［事業番号 83］ 

◇アレルギー健診事業［事業番号 84］ 

◇こどもの予防接種［事業番号 117］ 

◇5 歳児健康相談事業［事業番号］ 

≪医療を安心して受けられる仕組み≫ 

◇小児医療体制の充実・確保［事業番号 23］ 

◇こども医療費助成［事業番号 118］ 

≪食育≫ 

◇食育の推進［事業番号 37］ 

◇食育推進事業［事業番号 38］ 

◇栄養指導［事業番号 39］ 

◇栄養価の高い給食の提供［事業番号 191］ 

≪健康づくり≫ 

◇健康づくりのための普及啓発［事業番号 40］ 

◇区立スポーツ施設整備運営事業［事業番号 41］ 

◇スポーツ推進委員の活動［事業番号 143］ 

◇ぜんそく児のための環境保健事業(機能訓練事業）［事業番号 165］ 

◇健康と体力向上の推進［事業番号 190］ 

◇喫煙、飲酒、薬物乱用等への対策［事業番号 226］ 

◇エイズ及び性感染症等に関する性教育［事業番号 227］ 

◇健康診査［事業番号 265］ 
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（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

・子育て中の親子同士での交流・情報交換の機会の提供や子育てに関する講座などを実施し、

孤立の防止、育児不安の解消を図ります。 

・地域のなかで安心して育児ができる環境を整えます。また、子育てに関わる地域の団体を

対象に講習会を実施するなど、地域における教育力・相談力の向上に取り組みます。 

・育児疲れや疾病、事故等により一時的にこどもの養育が困難になった場合に、サポートが

できる支援の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪親子の交流・情報交換の場づくり≫ 

◇両国・文花子育てひろばの運営［事業番号 16］ 

◇児童館における地域子育て支援拠点事業［事業番号 17］ 

◇民間事業者による地域子育て支援拠点事業［事業番号 18］ 

◇利用者支援事業［事業番号 24］ 

◇家庭と地域の教育力充実事業［事業番号 42］ 

◇育児学級・育児講演会［事業番号 78］ 

◇保育園における地域子育て支援［事業番号 85］ 

◇幼稚園の園庭開放［事業番号 86］ 

◇社会福祉会館における乳幼児事業［事業番号 87］ 

◇みんなであ・そ・ぼ「こみかんたいむ」「おれんじたいむ」［事業番号］ 

≪相談できる場の提供≫ 

◇保育コンシェルジュ［事業番号 15］ 

◇子育て安心ステーション事業［事業番号 88］ 

◇乳幼児子育て相談［事業番号 89］ 

◇いっしょに保育［事業番号 90］ 

◇育児相談［事業番号 91］ 

≪親のリフレッシュや不安解消≫ 

◇一時預かり事業［事業番号 92］ 

◇子育てママ対象講座［事業番号 93］ 

◇ショートステイ［事業番号 115］ 

◇児童養育家庭ホームヘルプサービス［事業番号 116］ 
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基本方針２ 乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 

 

 

現状と課題 

 

○ 本区の認可保育施設は、施設数の増加に伴い利用定員の充足が図られたことにより、近年

の利用者数は横ばいの状況であり、待機児童数も概ね解消されつつあります。一方、幼稚園

では、定員数が確保されているものの、利用者数は減少傾向にあります。 

 

○ 墨田区子ども・子育て会議において、乳幼児に対する教育・保育の重要性が議論されてお

り、特に教育・保育の質の向上が重要な課題として答申に示されています。その背景として

保育士不足等の問題があることから、子育て施設における適切な人員の確保や配置、加えて、

職員への積極的な研修等の機会を通じた育成支援と定着が求められています。 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、就労していない乳幼児の母親の 73.8％は就労

の意思があり、保育環境の整備においては、多様な就労形態やニーズに対応した取組が求め

られます。 

また、共働き世帯の割合が増加しており、それぞれの働く環境に合わせた多様なニーズに

対応し、サービスの充実を図っていく必要があります。特に、こどもが病気になった際の病

児・病後児保育や一時保育はニーズが高い状況です。 

このように、保護者の就労形態やニーズの多様化に対応した保育サービスの充実が求めら

れています。 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 
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（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

・こどもへの質の高い安全安心な保育環境の確保を図るため、そのための人材確保や研修な

どを通じた人材の育成と定着、施設整備に関する支援や、施設運営に関する指導の助言を

行います。 

 

【計画事業】 

≪保育の質の向上及び保育士等の人材確保・育成・定着≫ 

◇保育におけるこどもの安心・安全な環境づくり事業［事業番号］ 

◇特定教育・保育施設等への指導検査［事業番号 94］ 

◇保育士の確保事業［事業番号 95］ 

◇保育施設における質の向上のための取組［事業番号 96］ 

◇保育施設の福祉サービス第三者評価の受審推進［事業番号 97］ 

≪乳幼児期における教育・保育の環境づくり≫ 

◇小規模保育事業・家庭的保育事業［事業番号 79］ 

◇区立保育園への民間活力導入事業［事業番号 99］ 

◇私立保育所等整備助成事業［事業番号 100］ 

◇幼児教育の推進［事業番号 151］ 

◇幼保小中一貫教育推進事業［事業番号 156］ 

 

 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

・さまざまなニーズに合わせ、どんなときも安心して子育てできる環境の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪さまざまな状況への保育サポート≫ 

◇定期利用保育事業［事業番号 80］ 

◇延長保育［事業番号 101］ 

◇スポット延長保育［事業番号 102］ 

◇休日保育［事業番号 103］ 

◇年末保育［事業番号 104］ 

◇ベビーシッター利用支援事業［事業番号］ 

◇私立幼稚園等の預かり保育［事業番号 152］ 

≪病気や緊急時の保育サービス≫ 

 ◇緊急一時保育［事業番号 105］ 

◇病児保育事業［事業番号 112］ 

◇すみだ子育て支援ネット「はぐ」［事業番号 113］ 
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基本方針３ こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 

 

 

現状と課題 

 

○ 現在、本区には児童館 12 館（分館を含む）、コミュニティ会館児童室 3 室があり、放課後

等のこどもの居場所になっています。令和 5年 12月から児童館等の来館・退館受付システム

「すみチル」を導入し、令和 6 年 4 月には、墨田区内で初となる地域交流機能（地域活動施

設）を持った児童館として八広児童館（愛称：ぽかぽか）をリニューアルオープンしました。

より身近で、利用しやすい児童館づくりを進めています。 

一方、墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、自分の時間を過ごす場所として、小学

生(4～6 年生)で 34.0％、中学生で 19.5％、高校生等で 20.1％が「児童館や図書館」を挙げ

ています。加えて、「児童館がどのような場所だと良いか」の質問に対して、スポーツや同世

代と話ができる場を多くの小学生、中学生及び高校生等が挙げています。 

こどもの健全育成や豊かな育ちにおいては、こどもが自分らしくいることができる居場所

が重要であり、児童館をはじめ、こどもの居場所づくりの充実が求められています。 

 

○ 学童クラブにおいては、年々登録数が増加しており、令和 5年度には施設数の増加に伴い、

学童クラブの待機児童数は激減したものの解消には至っていない状況です。今後も、保護者

の共働きの増加に伴い、こどもの放課後における居場所のニーズは高まることが予想される

ため、ニーズに対応した整備が求められています。 

また、いわゆる「小 1 の壁」については、墨田区子ども・子育て会議においても課題とし

て挙げられており、対策の一つとして就学前から学齢期への移行に向けた切れ目ない支援と

して学童クラブの量の確保が求められています。 

 

○ 墨田区で生まれ育つこどもが、次代の担い手として成長するためには、青少年の健全な育

成も大切です。そのためには、多様な体験や交流、読書、スポーツなど、小学生や中学生、高

校生等に対する育ちの場と機会を創出し、自立した大人へ成長できる支援も必要となります。 

 

○ こどもの生きる力を高めていく基盤としては学校教育が重要です。「すみだ教育指針（墨田

区教育振興基本計画）」に基づき、こどもたちが｢挑戦する力｣｢つながる力｣｢役立つ力」を身

につけることをめざし、より質の高い学校教育を推進するための仕組みづくりと、一人ひと

りのこどもに応じた教育の展開が必要となります。そのため、国際教育や環境教育、防災学

習、人権教育などを積極的に展開するとともに、新たに、リプロダクティブヘルス（※）を進め

ることが求められています。加えて、これら学校教育の向上を図るための環境づくりや教職

員等の資質向上も必要となっています。 

 

（※）リプロダクティブヘルス：性やこどもを産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思

が尊重され、自分らしく生きられること。  

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 
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（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

・こどもの居場所や交流の場を整備し、充実させることで、他者との関わりのなかで育まれ

る心の成長を促します。 

・こどもの健全育成を目的に、異年齢のこども同士や親子の交流を深める場の提供と子育て

支援を図ります。 

・労働などにより、保護者が昼間にこどもを家庭で育成できない場合の適切な遊び・生活の

場、放課後の居場所づくりを図ります。 

・こどもが地域社会のなかで心豊かに健やかに育まれる環境づくりをめざし、安全安心な居

場所や相談できる場の提供、交流活動の機会を提供できるよう取り組みます。 

 

【計画事業】 

≪児童館・学童クラブの整備≫ 

◇児童館事業［事業番号 119］ 

◇児童館の改修［事業番号 120］ 

◇コミュニティ会館事業［事業番号 121］ 

◇学童クラブ事業［事業番号 175］ 

≪こどもの居場所づくり≫ 

◇こどもの居場所ネットワークづくり［事業番号 43］ 

◇ひきこもり支援推進事業［事業番号 44］ 

◇社会福祉会館事業［事業番号 122］ 

◇放課後子ども教室推進事業［事業番号 176］ 

◇子ども第三の居場所事業［事業番号 228］ 

 

 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

・自然とふれあう体験や農業体験などを通じて、環境に対する意識の向上や社会奉仕の心を

育む機会の充実を図ります。 

・スポーツや音楽、ボランティアを通じて、個々の心の豊かさを育むとともに、仲間づくり、

集団活動での協調性・リーダーシップを養い、こどもたちの健全育成に取り組みます。ま

た、さまざまな体験の場を提供し、地域交流や社会問題への関心を深め、自主性や積極性

を育みます。 

・こどもが自主的に学習できる場の提供や、読書の機会を充実させ、生涯にわたる学ぶ力を

育み、より豊かな人生を送れるように取り組みます。 

・模擬区議会の体験や区の活動に参画できる機会を充実させ、すみだの未来を担うこどもた

ちの郷土に対する関心や愛着心などの向上を図ります。 
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【計画事業】 

≪学び・体験の機会づくり≫ 

◇すみだまつり・こどもまつり［事業番号 48］ 

◇自然環境学習［事業番号 155］ 

◇ものづくりフェア［事業番号 157］ 

◇わんぱく天国［事業番号 166］ 

◇環境体験学習［事業番号 167］ 

◇起震車による地震体験［事業番号 172］ 

◇クリーンキャンペーン［事業番号 173］ 

◇子どもの体験活動支援事業［事業番号］ 

◇サブ・リーダー講習会［事業番号 177］ 

◇夏休み自然体験教室［事業番号 178］ 

◇すみだ子どもＰＲ大使事業［事業番号］ 

◇生産体験活動［事業番号 194］ 

◇被保護学童・生徒に対する修学旅行支度金［事業番号 195］ 

◇児童・生徒向けボランティアスクール［事業番号 229］ 

◇すみだ少年少女合唱団［事業番号 230］ 

◇児童館における定期学習会の実施［事業番号 231］ 

◇夏体験ボランティア事業［事業番号 242］ 

◇区報ジュニアレポーター事業［事業番号］ 

◇中学生区議会［事業番号 254］ 

◇児童館における中高生世代の音楽活動の支援［事業番号 259］ 

≪読書活動による豊かな心の育成≫ 

◇子ども読書活動の推進（地域での読書活動の推進/区立図書館での児童・生徒向け 

 サービスの充実/家庭における読書活動の啓発）［事業番号 25］ 

◇子ども読書活動の推進（学校図書館の充実/学校と図書館の連携強化/ほうかご図

書室）［事業番号 193］ 

≪スポーツによる心身の育成≫ 

◇スポーツ振興事業［事業番号 45］ 

◇区民健康スポーツデー［事業番号 46］ 

◇総合型地域スポーツクラブ自立支援［事業番号 47］ 

◇各種スポーツ活動［事業番号 192］ 
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（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

・こどもが安全安心な学校生活を送りながら、生活習慣を形成し、確かな学力を身に着ける

ことができる学校教育を推進します。 

・こどもたちが主体となり問題を解決する能力や組織で取り組む能力を向上させる機会を設

け、自身で考え判断し、表現する力を育みます。 

・具体的には、英語に慣れ親しむ機会や地域の伝統文化に触れる機会など、言語や文化に触

れる教育の充実を図るとともに、ＩＣＴ化の推進やＳＮＳ利用についてなど、情報活用能

力の向上を図ります。また、一人ひとりの防災行動力を高めるとともに、将来の地域防災

の担い手育成を含めた防災教育などを推進します。 

 

【計画事業】 

≪多様な学習プログラムによる学校教育の充実≫ 

◇特色ある学校づくり［事業番号 158］ 

◇国際理解教育の推進［事業番号 196］ 

◇学力向上推進事業［事業番号 198］ 

◇図書館を使った調べる学習コンクール［事業番号 201］ 

◇体験的な活動を取り入れた学習の展開［事業番号 202］ 

◇伝統文化等に触れる機会の提供［事業番号 203］ 

≪情報教育とデジタル化への環境整備≫ 

◇情報教育の推進［事業番号 197］ 

◇学校ＩＣＴ化推進事業［事業番号 207］ 

◇普通教室等ＩＣＴ運営管理事業［事業番号 208］ 

≪環境に対する教育の充実≫ 

◇環境学習の支援［事業番号 179］ 

◇ごみの減量と分別に関する環境学習［事業番号 180］ 

≪防災に関する教育の充実≫ 

◇総合防災教育［事業番号 144］ 

◇消防少年団［事業番号 232］ 

◇防災教育［事業番号 255］ 

≪こころを育む教育の充実≫ 

◇若年層に向けた男女共同参画意識の醸成［事業番号 70］ 

◇リプロダクティブヘルス推進事業［事業番号 71］ 

◇道徳教育の推進［事業番号 199］ 

◇人権教育［事業番号 200］ 

◇交流教育・障害児理解教育の実施［事業番号 204］ 

◇学校教育における生活習慣にかかわる指導［事業番号 205］ 

◇ＳＯＳの出し方に関する教育［事業番号 206］ 

◇学校のボランティア活動普及事業［事業番号 243］ 
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≪学校教育の環境向上≫ 

◇教職員研修事業［事業番号 159］ 

◇学校支援指導員派遣事業［事業番号 160］ 

 

 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

・未来を担うこどもに、選挙への関心を高める取組を行います。 

・就職活動に向けた情報提供や準備・相談など、より良い就職につながる支援を行います。 

 

【計画事業】 

≪こどもの自立に向けた取組≫ 

◇男女共同参画に関する各種啓発の取組［事業番号 49］ 

◇創業機運醸成事業［事業番号 209］ 

◇小中学生向け啓発物の配布［事業番号 210］ 

◇明るい選挙啓発ポスターコンクール［事業番号 233］ 

◇学卒求人申込説明会［事業番号 260］ 

◇中高生の就職支援［事業番号 261］ 
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基本方針４ 配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 

 

 

現状と課題 

 

○ 区内の母子・父子相談件数の推移を見ると、減少傾向にあるものの、子育てと仕事を両立

していく上で多くの困難に直面している状況であると言えます。 

そのため、引き続き、経済的支援や就労支援、相談体制を充実させていくほか、本区の特

徴でもあり強みでもある人のつながりをいかして、地域社会でこどもの成長を見守るととも

に、子育て家庭を支えていく環境を整えていくことが求められます。 

 

○ 本区における知的障害を持つ児童数は増加傾向にあり、区では、幼稚園・保育所や学童ク

ラブなどにおいて配慮が必要なこどもへの療育の支援を進めています。引き続き、障害の有

無に関わらず、ともに育ちながら、それぞれの個性と能力を伸ばしていけるよう、教育・保

育の環境づくりや体制づくりなど療育の支援を充実させていく必要があります。 

そのため、ＷＥＢの活用による相談サポート体制づくりなど、療育を必要とする家庭に対

する支援の充実を図ることが望まれています。加えて、療育の認定に関わる期間短縮などス

ムーズな登録の仕組みづくり、療育に関わる適切な体制づくりの推進が求められています。 

また、教育面では、特別支援学級・教室の運営や就学相談など、一人ひとりに応じた支援

の充実も必要です。 

 

○ 貧困に関しては、令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査によると、生活困難層として、

小学 5 年生で 16.3％、中学 2 年生で 21.5％、16～17 歳で 21.7％が該当するという結果が見

られ、こどもの貧困の問題は、複雑化・複合化しており、多くの課題があります。 

全てのこどもが教育や体験の機会を得て、健やかに成長できるよう、家庭内のさまざまな

課題を早期に把握した上で、適切な支援を早期かつ包括的に講じることが求められています。 

 

○ いじめや不登校、児童虐待をはじめ、ヤングケアラーや医療的なケアが必要なこども、外

国にルーツを持つこども、自身の性について悩むこどもなど、さまざまな悩みを抱えるこど

もや家庭があります。それらのこどもや家庭の悩みを、状況に応じて相談できる機会の充実

や経済的支援など、一人ひとりに応じた継続的な支援が求められています。 

 

  

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 
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（１）ひとり親家庭等への支援 

・さまざまな悩みを抱えるひとり親家庭の方が安心して相談できる環境を整え、不安の軽減・

解消に取り組みます。 

・経済的な支援や就業・自立支援を通して、ひとり親家庭の方が社会の中で安定して生活して

いける基盤を持つことをめざします。 

 

【計画事業】 

≪相談の場・機会づくり≫ 

◇母子・父子、女性、家庭相談［事業番号 50］ 

◇養育費等支援事業［事業番号 131］ 

≪経済的負担の軽減≫ 

◇児童扶養手当［事業番号 123］ 

◇児童育成手当［事業番号 124］ 

◇ひとり親家庭の医療費の助成［事業番号 125］ 

◇ひとり親家庭自立支援給付金事業［事業番号 126］ 

◇ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業［事業番号 127］ 

◇東京都母子及び父子福祉資金の貸付［事業番号 129］ 

◇特定自転車駐車場の使用料減額［事業番号 145］ 

≪自立のための支援施設≫ 

◇母子等緊急一時保護事業［事業番号 26］ 

◇母子生活支援施設［事業番号 130］ 

≪自立・教育の支援≫ 

◇ひとり親家庭就業・自立支援事業［事業番号 128］ 

◇こどもの未来応援事業（こども食堂・食品ロス削減）［事業番号 168］ 

◇こどもの学習・生活支援事業［事業番号 234］ 

◇ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業［事業番号］ 

 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

・幼稚園・保育所・学校では、配慮が必要なこどもたちを受け入れる体制を整備し、こども

の発達と成長の支援や学習や就学の支援を行います。 

・障害のあるこどもたちが社会に参画していくことを目的として、日常生活に必要な基本的

動作・知識技能の学習、集団生活への適応訓練や、社会における基本的なルールなどを学

ぶ機会を設けています。さらに、一人ひとりの状況に合わせて、適切な支援のうえでの通

常学級での学習や、就学に関わる手当の支給などによって、それぞれの個性と能力を最大

限伸ばし、地域社会の中で自立していける環境やプロセスを整備していきます。 

・それぞれのこどもが置かれている状況や障害の種類・特質ごとに適切な支援を行うため、

専門的な技能をもった人員を育成し、手当の給付やヘルパーの派遣など、生活していくう

えで必要な支援を行っていきます。 
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【計画事業】 

≪療育の充実≫ 

◇保育施設における障害児保育［事業番号 106］ 

◇心理相談員の保育施設への巡回［事業番号 107］ 

◇障害児通所支援事業［事業番号 132］ 

◇障害児移動支援事業［事業番号 133］ 

◇幼稚園における特別支援教育［事業番号 153］ 

◇学童クラブへの障害児の受入［事業番号 181］ 

≪療育等における経済的支援≫ 

◇小児精神障害の医療費助成制度［事業番号 27］ 

◇自立支援医療（精神通院）の支給［事業番号 51］ 

◇自立支援医療（育成医療）の支給［事業番号 134］ 

◇障害児福祉手当［事業番号 147］ 

◇児童育成手当（障害）［事業番号 148］ 

◇特別児童扶養手当［事業番号 149］ 

≪教育的ニーズに応じた環境づくり≫ 

◇特別支援教育への対応［事業番号 211］ 

◇特別支援学級・教室の運営［事業番号 212］ 

◇特別支援学級等の就学相談［事業番号 213］ 

◇就学奨励費の支給［事業番号 214］ 

◇介助支援の実施［事業番号 215］ 

◇すみだ教室の実施［事業番号 266］ 

 

（３）こどもの貧困対策と支援 

・こどものライフステージに応じた就学や自立に向けた施策を展開し、こどもの成長を支援

します。 

 

【計画事業】 

≪こどもの貧困に対する取組≫ 

◇就学援助［事業番号 216］ 

◇被保護学童に対する学童服・運動衣の購入費の支給［事業番号 217］ 

◇被保護者自立促進事業（学習環境整備支援費）［事業番号 235］ 

◇墨田区私立高等学校等入学資金貸付事業［事業番号 256］ 

◇受験生チャレンジ支援貸付事業［事業番号 262］ 

◇被保護者自立促進事業（大学等進学支援費）［事業番号 264］ 

◇墨田育英会事業［事業番号 267］ 

◇生活困窮者自立支援事業［事業番号 288］ 

◇生活困窮者家計改善支援事業［事業番号 289］ 
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（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

・さまざまなこどもと家庭を、適切な配慮・支援と結びつけるために、区、学校、地域住民、

家庭、事業者その他の関係者が連携して、相談・支援体制を構築していきます。 

 

【計画事業】 

≪いじめ・不登校への取組≫ 

◇教育支援センター事業［事業番号 218］ 

◇いじめ・不登校防止対策事業［事業番号 219］ 

≪児童虐待防止≫ 

◇要保護児童対策協議会を中心とした虐待防止、再発防止の強化［事業番号 28］ 

◇児童虐待防止に向けた啓発活動の推進［事業番号 29］ 

◇児童虐待に関する相談［事業番号 30］ 

◇社会的養護推進のための啓発強化［事業番号 32］ 

≪ヤングケアラーへの支援≫ 

◇ヤングケアラーの認知度向上のための啓発［事業番号 169］ 

◇ヤングケアラーの相談・支援［事業番号 170］ 

≪医療的ケア児への支援≫ 

◇医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業［事業番号 108］ 

◇重症心身障害児（者）等介護者支援事業［事業番号 137］ 

◇医療的ケア児の受入［事業番号 139］ 

◇医療的ケア児に関する協議会及び庁内連絡会議の運営［事業番号 140］ 

≪外国籍児童への支援≫ 

◇外国語相談［事業番号 72］ 

◇外国籍等児童・生徒の支援［事業番号 220］ 

≪経済的負担への支援≫ 

◇幼児教育・保育の無償化［事業番号 109］ 

◇認証保育所保育料負担軽減補助事業［事業番号 110］ 

◇児童手当［事業番号 135］ 

◇区立幼稚園昼食費補助事業［事業番号］ 

◇私立幼稚園等園児の保護者への助成［事業番号 154］ 

◇修学旅行費・日光移動教室無償化事業［事業番号］ 

◇学校給食費保護者負担軽減事業［事業番号］ 

◇私立学校就学者等支援事業［事業番号］ 

≪相談支援≫ 

◇児童相談［事業番号 31］ 

◇各種相談の実施［事業番号 52］ 

◇養育支援訪問事業［事業番号 136］ 

◇教育相談事業［事業番号 138］ 
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◇発達が気になるお子さんの相談の強化［事業番号 141］ 

◇思春期相談・思春期講演会［事業番号 244］ 

≪多様性への取組≫ 

◇性的マイノリティの人の人権等さまざまな人権問題に関する啓発［事業番号 53］ 
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基本方針５ 地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 

 

 

現状と課題 

 

○ こどもの健全育成や自立において、地域でこどもの育ちを支え合うことは重要な取組です。

特に、“人のつながり”は墨田らしさの特徴の一つであり、こどもを支える環境づくりにおい

て強みと言えます。 

これまで、本区では、助け合いの精神や人情深い下町気質を活かし、地域全体でこどもの

育ちを支えてきていますが、今後も引き続き地域全体で意識を高めながら取り組んでいくこ

とが求められています。 

 

○ 本区はものづくりのまちであり、近年では令和 3 年から千葉大学墨田キャンパスで毎月開

催されているあそび大学において、区内のものづくりに関わる企業から廃材が提供されるな

ど、企業との協働によるこどもの遊びや体験の機会が創出されています。 

このように、区内の企業の子育てへの参画や協力を促進し、区や地域との連携・協働につ

なげていくことが求められています。 

 

○ こどもの健やかな育ちを支えていく上で、防犯や交通安全、犯罪対策のほか、近年におい

ては性犯罪やネット上のつながりから巻き込まれる犯罪も増加しており、これらに対しては

地域でこどもの安全安心を守っていくことが必要です。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、区がめざすべき環境として、こどもの安

全安心を守るための環境が、就学前及び小学生の保護者ともに、上位に挙げられています。 

今後も引き続き、事故や犯罪の未然防止など安全安心のまちづくりに向けて取り組んでい

くことが求められています。 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 
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（１）地域の子育て力の育成と協働 

・親同士の関係をつくり孤立を防ぐとともに、相談窓口や地域のボランティアが担う子育て

支援サービスなどを通じて、地域の子育て力の向上を図っていきます。 

・こども自身が、地域の中でかかわりを広げ、健やかに成長できるよう取り組みます。 

・学校や地域団体との連携を強化するとともに、こどもを守り支える団体の人材や担い手を

育成し、地域でこどもが安全安心に過ごすことができる仕組みや体制づくりを強化します。 

 

【計画事業】 

≪子育てに関するネットワークづくり≫ 

◇地域子育てネットワークの構築［事業番号 33］ 

◇地域福祉プラットフォーム事業［事業番号 54］ 

◇民生委員・児童委員活動［事業番号 56］ 

◇協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業［事業番号 57］ 

◇すみだファミリー・サポート・センター事業［事業番号 114］ 

◇子育て支援活動助成事業［事業番号 142］ 

◇学校運営連絡協議会の設置と運営［事業番号 161］ 

◇学校安全ボランティア事業［事業番号 183］ 

◇ＰＴＡへの支援［事業番号 222］ 

◇学校支援ネットワーク事業［事業番号 224］ 

≪子ども会や少年団体の育成≫ 

◇子ども会活性化事業［事業番号 182］ 

◇少年団体の育成［事業番号 263］ 

≪高齢者との関わりによる育成の機会≫ 

◇シニア人材バンク事業［事業番号 19］ 

◇ふれあい給食事業［事業番号 111］ 

◇高齢者とのコミュニケーション（講演会等）事業［事業番号 221］ 

◇次代に継ぐ平和のかたりべ事業［事業番号 236］ 

≪生涯学習やボランティア活動への支援≫ 

◇すみだ生涯学習センター事業［事業番号 174］ 

◇自主グループ等への支援［事業番号 245］ 

◇ボランティア推進事業［事業番号 246］ 

◇ボランティアセンターの活動［事業番号 247］ 

≪学校や地域・関係機関による青少年の健全育成≫ 

◇こども・若者への見守り支援［事業番号 55］ 

◇青少年問題協議会の運営［事業番号 150］ 

◇闇バイトへの対応の推進［事業番号］ 

◇墨田区青少年健全育成区民大会［事業番号 223］ 

◇ふれあい協議会［事業番号 237］ 
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◇墨田区青少年非行・被害防止強調月間［事業番号 248］ 

◇更生保護活動［事業番号 249］ 

◇社会を明るくする運動［事業番号 250］ 

◇地域教育懇談会［事業番号 251］ 

◇青少年委員活動の推進［事業番号 252］ 

◇青少年育成委員会活動への支援［事業番号 253］ 

 

 

（２）企業等の子育て力との協働 

・子育てに関わる地域貢献を企業等に促すことで、こどもたちがすみだの産業について知り、

それを通じたこどもの職業観の育成や墨田区で働くイメージの形成につなげていきます。 

 

【計画事業】 

≪企業等との関わりづくり≫ 

◇就職・仕事カウンセリングルームの運営［事業番号 58］ 

◇すみだ探究工房［事業番号 171］ 

◇中学生の職場体験の充実［事業番号 257］ 

 

 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

・犯罪に巻き込まれることを防ぐために、パトロールや保護者への緊急情報発信メール、Ｓ

ＮＳや掲示板の監視などの防犯活動を行っていきます。 

・犯罪や交通事故を防ぐために、地域住民と連携して危険箇所の確認・改善や、交通安全指

導などを行っていきます。 

 

【計画事業】 

≪防犯・交通安全≫ 

◇防犯パトロールカーによる巡回［事業番号 59］ 

◇交通安全普及啓発［事業番号 60］ 

◇児童の交通安全教育事業［事業番号 162］ 

◇地域防犯対策［事業番号 184］ 

◇防犯ブザーの配布［事業番号 186］ 

◇こどもの１１０番事業［事業番号 187］ 

◇スクールゾーン育成事業費［事業番号 188］ 

◇通学路防犯設備整備事業［事業番号 189］ 

◇地域パトロール［事業番号 238］ 

≪犯罪対策≫ 

◇緊急通報装置等の防犯設備［事業番号 164］ 
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◇帰宅呼びかけ放送［事業番号 185］ 

◇セーフティ教室［事業番号 225］ 

◇スクールサポーター制度［事業番号 239］ 

◇有害環境の浄化活動［事業番号 240］ 

◇サイバーパトロールの実施［事業番号 241］ 

◇デートＤＶ予防啓発講座［事業番号 258］ 

≪安全安心に関する情報発信≫ 

◇危機情報のメール配信［事業番号 61］ 

◇緊急情報発信メール配信事業［事業番号 163］ 
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基本方針６ 子育てしやすい環境づくりを推進します 

 

 

現状と課題 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、育児休業の取得状況は、母親が 71.9％、父親

は 22.5％と前回調査よりもそれぞれ割合は高まっているものの、父親の育休取得はまだ低い

状況です。 

こどもの健やかな成長を支えていくためには、家庭において親子がともに過ごす時間が大

切であるため、女性も男性も仕事と育児などの生活の両立ができるよう、柔軟な働き方の選

択や、男性の育児休業を取得できる環境づくりと意識醸成が求められています。 

 

○ 子育て中の親が望むときに外出できるようにすることは、心身の健康保持や孤立の防止に

もつながります。一方、妊産婦やこどもを連れた外出にはさまざまなハードルがあり、利用

しづらい環境が多くあります。 

そのため、バリアフリー化等によって障壁を取り除くとともに、利用しやすい公園等を整

備することで、子育てを楽しめるまちをつくっていくことが重要です。また、区内への定住

を促進するために、経済的負担の軽減等、子育て家庭への住宅支援を図っていくことも必要

です。 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育てに関する情報共有の媒体として、ＬＩ

ＮＥなどの定期的な配信サービスやＳＮＳでの情報発信などへのニーズが高い結果となって

います。また、ファミリー・サポート・センター等の予約、保育所や児童館の利用申請など

の各種子育てサービスの利用におけるオンライン化へのニーズが高くなっています。 

そのため、子育て支援における施設利用や申込み、サービスに関する情報取得、オンライ

ンによる相談、支援サービスの利用申込みなど、さまざまな子育て支援施策の展開において

ＤＸを進め、保護者の負担軽減と支援サービスの利便性向上を図っていくことが求められま

す。 

 

 

 

 

  

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

・仕事と生活を無理なく両立できる環境整備を進めるため、ワーク・ライフ・バランスの重

要性の啓発活動や男性の育児休暇の取得促進といった取組を実行していきます。 

 

【計画事業】 

≪働き方に関する取組≫ 

◇若者や子育て世代等の女性などに対する就労支援［事業番号 62］ 

◇ワーク・ライフ・バランス推進事業［事業番号 73］ 

◇男性対象講座「すみだパパスクール」［事業番号 81］ 

 

 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

・バリアフリー化や多目的トイレの整備・増設を行い、安全で快適なまちづくりを行ってい

くことで、子育て中の親が望むときに外出できる環境を整備していきます。 

・魅力や特色のある公園を整備することで、外出する動機を増やしていきます。 

・子育て家庭への住まいの支援を行い、経済的負担を軽減することで墨田区への定住を促進

していきます。 

 

【計画事業】 

≪こどもを連れて出かけやすいまちづくり≫ 

◇赤ちゃん休けいスポット［事業番号 12］ 

◇こどもや子育て世帯が利用しやすい公園づくり（公園等新設・再整備事業）［事業

番号 20］ 

◇子育て世帯が安全に移動できる道路の環境づくり事業［事業番号 21］ 

◇ボール遊びができる公園等の整備［事業番号 34］ 

◇放置自転車等対策［事業番号 35］ 

◇健康づくりのための環境整備［事業番号 63］ 

◇公園等新設・再整備事業［事業番号 64］ 

◇トイレ改築事業［事業番号 65］ 

◇道路バリアフリー整備事業［事業番号 66］ 

◇歩行者・自転車通行空間再整備事業［事業番号 67］ 

◇特定自転車駐車場の優先当選［事業番号 146］ 

≪子育てしやすい住宅環境の整備≫ 

◇すみだ良質な集合住宅認定制度［事業番号 68］ 

◇子育て世帯等定住促進事業［事業番号 74］ 

◇住宅修築資金融資あっせん［事業番号 75］ 
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（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

・子育て家庭に必要な情報を届けるために、区報やメール・ＳＮＳなどを多様な手段で発信

していきます。 

 

【計画事業】 

≪多様な手法による情報発信≫ 

◇区公式ＬＩＮＥを活用した情報配信（きずなメール）［事業番号 22］ 

◇すみだいきいき子育てガイドブックの発行［事業番号 36］ 

◇各種広報媒体による情報発信［事業番号 69］ 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保等に関わる市町村子ども・子育て支援事業計画であり、

「地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」である「教育・保育提供区域」を設定し

て、その区域ごとの「量の見込み」及び「確保の方策」を計画するものとされています。 

 

１ 教育・保育の提供区域の設定 

教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規

模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は、こどもと保護者が容易に移動可能な

地域で利用できる状態をめざす考え方から、南北別に 2区域の設定とします。 
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■提供区域の設定 
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■保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育所配置図【北部地域】 

（令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




